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 午前１０時００分 開  議 

 

○相田克平議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員22名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○相田克平議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、本市の持続可能な観光について、12番関

谷幸子議員。 

  〔１２番関谷幸子議員登壇〕（拍手） 

○１２番（関谷幸子議員） おはようございます。 

  櫻田門の関谷幸子です。お忙しい中、今日も傍

聴席においでくださいまして、ありがとうござい

ます。 

  朝夕めっきり寒くなってきました。秋の気配を

感じます。 

  今年も気候変動による自然災害が世界中に被害

をもたらしております。熱波による山火事が起こ

り、イタリアのシチリア島では気温48.8度まで上

がり、想像を超えております。グリーンランドに

おいては、雪ではなく雨が降るという今まで経験

のないことが起こり、アメリカのテネシー州や中

国の河南省においても、水害による被害が多く出

ております。 

  日本でも、集中豪雨による崖崩れが多く出てお

ります。九州地域、熱海で起こりました。亡くな

った方々には心よりお悔やみを申し上げます。こ

こが大丈夫というところは、今ありません。私な

どは崖の上に住んでおりますので、いつ災害に遭

ってもおかしくない状況です。 

  また、新型コロナウイルス感染症の収束もめど

が立たず、ワクチン接種が始まりましたが、変異

株による感染者は増え続けています。そんな中、

賛否両論あった東京オリンピック・パラリンピッ

ク2020も終わりました。感動もいたしましたが、

多くの批判や問題点もありました。 

  そのオリンピックスタジアムを設計した隈研吾

氏がこのように語っておられます。大きい箱で仕

事をさせ、その箱の中に閉じ込めて電車という箱

に乗って通わせる。それが20世紀の働き方であり、

都市のつくり方でした。実は人間は今回テレワー

クして分かったように、一人でも仕事ができるし、

自由に自分の選んだ場所で仕事ができる。自由に

選んだ距離でコミュニケーションができる。そう

いう技術を既に身につけています。我々は、もっ

と自然になるべきだと思います。人間は、この気

持ちのよい自然の中にもっと出ていくべきです。

もっと自然と一体になって働き、住むことができ

るわけです。そのような形で、自然と近づいて、

もう一度健康を取り戻し、自由を取り戻す。それ

がコロナウイルス最大の教訓だと思いますと語

っていました。共感できる気がします。 

  先の見えない時代ですが、未来に向けて質問し

たいと思っております。 

  大きい項目１、米沢市の持続可能な観光につい

てお伺いいたします。 

  新型コロナウイルス感染症が発生してから、観

光業や飲食業においては、今もって厳しい状況で

す。ワクチン接種が進んでおりますが、収束には

まだまだ時間がかかると思います。 

  本市においても、いろいろとキャンペーンを実

施したことは一定の効果があったと理解してお

り、御努力に感謝しております。 

  今後の観光においては、デジタル化が不可欠と

思われます。印鑑もなくなり、行政手続もネット

で行う時代に来ています。ＧＩＧＡスクール、Ａ

Ｉ、５Ｇ、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーシ

ョン）とデジタル化が進んでおり、これからは本

格的な観光データの集積と、そのデータを基にし

たマーケティング、プロモーションが行われると
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思います。また、マーケティングの結果を基にし

たナノツーリズム、マイクロツーリズムといった

身近な観光にも目を向けた再発見の観光もでき

ると思います。 

  一方で、インバウンドに関しては、令和元年の

データによると、日本国内における旅行消費額は、

日本人観光客によるものが82.7％、訪日外国人観

光客によるものが17.3％にすぎません。金額にす

ると26兆1,000億円、インバウンドは４兆5,000億

円しかありません。近場の日帰り旅行に限定して

も４兆7,000億円の市場があり、インバウンドの

消費額４兆5,000億円よりも大きいのです。地元

の客、国内客という巨大な市場が近くにあるとい

うことです。 

  この状況を踏まえて、米沢市の持続可能なアフ

ターコロナの観光についての政策を伺います。 

  （１）ＤＭＯ推進のプロジェクトについてお伺

いいたします。 

  第４期米沢市観光振興計画（素案）の中にある

基本施策７－３（仮称）米沢市版ＤＭＯの設立と

あります。施策の方向において、「地域の「稼ぐ

力」を引き出すとともに、誇りと愛着を醸成する

「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの

取組を進めます」とありますが、取組が令和３年

から令和７年の５年間で進めるとしております。

７月の産業建設常任委員会協議会では、令和５年

よりも前にできるような答弁をいただいたと思

っておりますが、この点いかがでしょうか。 

  観光のかじ取り役において、今非常に大事な時

期だと思います。かじ取り役の重責は大変なこと

と感謝しておりますが、この瞬間の判断が10年後、

20年後の米沢をつくるということに御尽力いた

だきたい。 

  まず、ＤＭＯの必要性ですが、観光推進におい

て政府がＤＭＯを中心に行っております。それは、

令和３年度国の補正の補助金を見ていると、明ら

かにＤＭＯに対して大きく予算づけが行われて

いる。ＤＭＯの設立をスピード感を持って早急に

実現していただきたいと思いますが、お考えをお

伺いいたします。 

  小項目２、本市のマーケティング機能につきま

してお伺いいたします。 

  第４期米沢市観光振興計画におきましても、マ

ーケティングの重要性が記載されておりますが、

具体的にマーケティングとはどのような活動を

していく予定なのでしょうか。誰がやる予定なの

でしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 本市の持続可能な観光につい

てお答えいたします。 

  初めに、アフターコロナに向けた持続可能な観

光についてでありますが、本市ではお話にありま

したように、現在第４期米沢市観光振興計画を策

定中であり、今後その計画に沿って令和７年度ま

で観光振興事業を実施していくこととしており

ます。 

  この計画の中では、特に重要な事業をリーディ

ングプロジェクトとして設定しており、その一つ

に観光ＤＸを活用した観光誘客プロジェクトを

掲げ、デジタルデータを活用したマーケティング

を推進していくこととしています。 

  具体的には、デジタルデータを活用したマーケ

ティングにより、主要ターゲット層の洗い出しと

ニーズの把握を行い、その主要ターゲット層に対

応した観光施策を集中して展開することにより、

効率的かつ効果的な観光誘客の促進を図ってい

こうとするものです。 

  さらに、継続的にデータの集積及び分析を行っ

ていくことにより、状況に応じて変化するターゲ

ットやニーズに対応したプロモーションの実施

や環境整備が可能となることから、継続した観光

振興にもつながっていくものと考えております。 

  次に、インバウンドについても、観光振興計画

の基本方針の一つとして、インバウンド観光の推
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進という項目を掲げております。先ほどの御意見

にありましたとおり、インバウンドは国内観光客

と比べ、総観光客数、総消費額ともに少なく、ま

た現時点において、新型コロナウイルスの世界各

地での感染拡大によって皆無に近い状態となっ

ています。 

  しかし、インバウンドの取組は、人口減少によ

る国内での需要減を補うため、国家戦略として推

進している事業であり、令和３年度版観光白書に

も、2030年6,000万人の訪日外国人観光客の目標

達成に向けて取り組むことが明記されておりま

す。 

  日本政府観光局の統計によりますと、全体の旅

行者数・旅行消費総額は、御意見のとおり日本人

観光客のほうが訪日外国人観光客を上回ってお

りますが、１人当たりの旅行消費額では、訪日外

国人観光客が日本人旅行者より高いという結果

が出ており、地方では人口減少や少子高齢化に伴

い、その地域に住む定住人口の年間消費額も減少

していることから、その消費額を埋めていくため

にも日本人観光客の誘客に軸足を置きつつも、１

人当たりの旅行消費額が日本人旅行者と比較し

て高額な外国人観光客を誘致することがとても

重要なものと考えております。 

  また、インバウンドは、国によって大型休暇の

時期が違うことや、平日における連泊利用が多い

ことから、日本人観光客にとってのオフシーズン

や、閑散となりがちな平日といった観光地の弱点

を埋めることができるほか、外国人観光客の志向

が大都市から地方へと変化しており、地域の生活

や文化を体験し、住民との交流を楽しみたいとい

う滞在交流型の観光を志向するリピーターを中

心とした外国人観光客が増えていることもあり、

インバウンドを通じた地域活性化を図る機会で

もあります。 

  これらの理由から、インバウンド事業は本市に

とって重要な観光施策の一つであり、今後も様々

な事業を検討し実施していきたいと考えており

ます。 

  現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、

海外からの渡航が制限されていることから、誘客

については非常に厳しい状況にありますが、本市

に配置しております国際交流員の知見も生かし

た外国人目線による多言語ホームページの改修

や、これまでの台湾とのつながりを生かした現地

エージェントなどによるプロモーションの実施

など、アフターコロナに備えた事業を実施し、誘

客に努めていきたいと考えております。 

  なお、一方で市場として見ると、比重の大きな

国内観光客の誘客に関しては、これまで同様重要

でありますので、現状では新型コロナウイルス感

染拡大の防止と観光誘客を両立していくために、

誘客ターゲットを移動距離が短い地元や県内、近

県に絞りましたマイクロツーリズムを推進して

いくとともに、アフターコロナを見据えて米沢の

自然や歴史を生かしたグリーンツーリズムやア

ドベンチャーツーリズムなどのニューツーリズ

ムに取り組むなど、観光関係団体との連携を図り

ながら、しっかりとした感染防止対策を講じた上

で、状況に応じた施策を検討していかなければな

らないと考えております。 

  新型コロナウイルスの影響は、今後もしばらく

続いていくことが予想されますが、第４期米沢市

観光振興計画はアフターコロナを見据え策定を

行い、計画に沿った施策を講じながら持続可能な

観光振興を目指していきたいと考えております。 

  次に、（１）ＤＭＯの設立に向けた取組につい

てでありますが、ＤＭＯは地域の稼ぐ力を引き出

すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する観光

地経営の視点に立った観光地域づくりのかじ取

り役として、多様な関係者と協働しながら、明確

なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現

するための戦略を策定するとともに、戦略を着実

に実施するための調整機能を備えた法人であり、

観光庁が登録制度を設け、各地でその形成・確立

を支援しているところです。 
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  米沢市版ＤＭＯの設立については、昨年度議会

から政策提言を頂戴しましたが、第４期米沢市観

光振興計画内のリーディングプロジェクトとし

て位置づけており、民間事業者を交えた勉強会並

びに先進地視察を実施し、検討を進めているとこ

ろです。 

  しかしながら、ＤＭＯは基礎的な役割、機能は

定められているものの、地域の特性により業務も

組織形態も違ってくることから、本市に合った組

織を構築していく上で検討していかなければな

らない項目も非常に多く、また財政的な面での課

題をクリアすることや、関係団体等の合意形成を

図る上でも慎重に進めていく必要があることを

御理解いただきますようお願いいたします。 

  次に、（２）の本市のマーケティング機能につ

いてですが、近年では団体旅行が減少し、個人観

光客や少人数のグループによる観光が主流とな

りつつあり、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、その傾向がさらに加速しております。この

ため、個人のニーズに合わせた事業を行う必要が

あることから、観光におけるマーケティングが今

後非常に重要であると認識しております。 

  本市におきましても、平成30年度から置賜３市

５町で構築した観光アプリケーション「たまぷ

り」のアクセスログの分析による観光客の周遊ル

ートの調査や、道の駅米沢における車両調査、そ

のほかビッグデータなどの分析とその結果に応

じた観光振興の施策についての助言と指導を、専

門家の国立情報学研究所の相原健郎准教授にお

願いし、年度ごとの観光施策に反映してきている

ところです。 

  今後、ますます重要となるマーケティング事業

に力を入れながら、誘客の促進を図っていきたい

と考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） 御丁寧な答弁ありがと

うございました。 

  本市のインバウンドに対する政策、よく分かり

ましたけれども、一方で九州などインバウンド客

が多いところでは、設備経費に莫大なお金がかか

って、爆買いということだけがマスコミで取り上

げられているようですけれども、採算が合わなか

ったという事例もありますので、このインバウン

ドに関しては、確かに少子化になっていますけれ

ども、いろいろな理由で今国内観光よりも、やは

りコロナが終わったら海外からの誘客というこ

とも必要だとは思いますが、そういうマイナスの

点も考え合わせてお考えいただければと思いま

す。 

  あるアンケート調査によりますと、新型コロナ

ウイルス感染症が落ち着いたら一番何をやりた

いですかというアンケートの中に、１番に国内旅

行と答えた方が81.6％いらっしゃる。これ、２番

外食、３番友人との外出、４番テーマパーク、５

番目に海外旅行と来ますけれども、これはやはり

国内旅行というのは大きなチャンスだと思うの

です。だから、ここにやはり重点を置いてもらい

たいと思っております。この点いかがかお伺いし

たいと思います。 

  地域の観光経済を維持していくためには、発展

していくにはつまり我々が住んでいる地域の観

光を強化していく必要があって、そのためにはコ

ンテンツの魅力化、旅先の情報発信、受入れ体制

の強化などがあると思いますけれども、この点い

かがお考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 初めに、国内旅行についての

考え方でありますけれども、コロナ以前のように

人々が自由に気兼ねなく行き来できるようにな

るには、まだ時間を要するものと考えております。

そういった中で、観光産業を崩壊させないように

するには、やはり様々な工夫が必要だと思ってお

ります。 

  こういった中で、旅行したいと考えている皆さ

ん一人一人が旅行を楽しむ方法については、現状
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では主に２つのパターンがあるのではないかと

思っております。１つは、家族や信頼できる人同

士で車で行ける範囲の旅行を楽しむというパタ

ーン――議員の御意見にもありましたマイクロ

ツーリズム――そういうものを推進されていく

のではないかと思っております。もう一つは、感

染対策をしっかりと行っている、例えば旅行会社

であったり宿泊施設を自ら探して、その内容を自

分で確認して旅行するという、そういったパター

ンもあるのかと思っております。 

  いずれにしましても、新型コロナウイルス感染

症は、現時点でまだ収束していませんし、今後す

ぐに消滅するということは考えにくい中で、やは

り感染防止への十分な対策を取りながら、本市へ

の旅行を楽しむ、本市の観光地の持つ魅力に触れ

ていただきたい、そのように思っておりますので、

そういった方々のニーズに応えられるようにし

っかりと取り組んでいきたいと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） 分かりました。 

  私は、今後の観光振興のキーワードは５つある

と考えております。１つは危機感を生かす、２つ

目は時代の変化を捉える、３番目に判断が早いし

なやかな組織、４番目に住民参加型の持続可能な

地域づくり、５番目にインバウンドを意識した国

内観光振興とあると思いますけれども、この中で

私は、４番目の住民参加型の持続可能な地域づく

りが一番今後重要な課題かと思っています。 

  この観光資源を保存して魅力のあるところにす

る役割は、やはり住民が担うことで持続性ができ

ると思いますし、地域住民を巻き込んで、地域、

住民、旅行者、三方よしという地域連帯が生まれ

るのではないかと思いますので、この地域とのコ

ミュニケーションですね、これが非常に今後大事

な、持続可能にしていくには大事なことだと考え

ておりますけれども、どのようにお考えでしょう

か。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今議員の御意見に全く同感で

あります。地域のことをよく知る皆さんが住民参

加型の観光を推進することは、非常に重要なこと

だと考えております。観光戦略を推進していくた

めには、行政や関係団体のみではなく、市民や地

域が参画し、何よりも地域全体が盛り上がってい

くことが、持続可能な観光地づくりにつながるも

のと考えておりますので、今後とも地域の皆さん

と相互に連携したり協働したりして進めていく

体制づくりが不可欠だと思います。 

  このたびの観光振興計画の基本施策の中にも、

体制強化に向けた取組として市民の皆さんや地

域の取組を設けておりますので、計画的に進めて

いくことが何よりも必要だと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） そのようにお願いした

いと思います。例えば、小野川温泉地域ではほた

るまつりとか、地域一丸となってやっているわけ

ですけれども、こういうことも今後持続していっ

たりするためには、やはり住民の力と本当に市民

の方、地域づくりには大変な努力が要ると考えて

おりますので、行政としてはアドバイザーみたい

な感覚でいっていただければいいのかと思って

おりますけれども、そのほかにも農林課と一緒に

なっている田んぼアートも、旅行者と小学生、中

学生はいらっしゃらないけれども、地域の人たち

と交えてやっているこの地域づくりですね。 

  あと、先頃ですか、南原地区でも芸術家が多い

ということで、アートウォークという企画も今年

やりました。そういったものを今後継続していく

には、やはり地域みんな住んでいる方が協力して

いかないと、持続可能にはならないのではないか

と思っておりますので、この辺どう思いますか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 やはり、先ほども申し上げま

したけれども、地域全体が盛り上がっていくとい

うことが、外から来た人にもそういう思いも伝わ

るわけですので、地域でしっかりと頑張っておら
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れるものについては、行政としてもしっかり支援

をしながら、より盛り上がるようにしていきたい

と思っております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） その点、深くよろしく

お願いいたします。やはり皆さんが参加していた

だかないと盛り上がらないですし、この今言われ

ています持続可能な観光にはならないと思いま

すので、その辺強く希望いたします。 

  ＤＭＯの推進なのですけれども、これはやはり

早めにしていただかないと、同じ土俵に上がれな

いような気がします。といいますのは、令和２年

度の観光庁の３次補正予算の事業の中に、１つ交

通連帯型、２つ目は事業者連帯型、３つ目が自治

体プラスＤＭＯ型の公募がありました。この中で、

その自治体ＤＭＯ型の補助金が１番と２番の額

とははるかに違うのです。山形県でも５つの地域

が応募なさいました。鶴岡、酒田、最上地区、天

童、上山、山形蔵王エリアで５つ公募に申し出た

みたいですけれども、置賜地方は残念ながら全然

ゼロということで、これＤＭＯがないので、まず

応募できないわけですよ。 

  全国では102件のところが応募しました。先頃発

表がありまして、４つの地域が選ばれました。ち

なみに申し上げますと、１つ目は「440年の歴史

が紡ぐ温泉情緒」群馬県渋川市です。２つ目、「旅

館の外に出たくなる賑わいの創出」福井県あわら

市。３つ目が「もう１泊、もう１回、次の城崎」

兵庫県豊岡市です。４つ目が「観光地“人吉”と

しての面的な創造的復興」熊本県人吉市です。こ

の４つが選ばれたわけです、102の中から。この

ように、国がＤＭＯに非常に力を入れていますが、

米沢市ではＤＭＯがないために、これ土俵にも上

がれなかったのです。 

  庁舎の東側に「挑戦と創造で次の米沢市に」と

書いてありますので、挑戦しましょうよ、皆さん

で。駄目でもいいじゃないですか。挑戦していっ

ていただたきたいと思います。 

  先頃、ＳＤＧｓ未来都市になりまして、これだ

って挑戦したのだと思うので、ＤＭＯだって挑戦

していってほしいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 今策定中の第４期観光振興計

画には、実施予定時期として令和５年からの実施

ということで記載しておりますが、慎重にそして

スピード感を持って関係する皆さんと今検討し

ているところですので、具体的な時期については

現時点で、御意見のとおりできるだけ早く設立で

きないかということであります。具体的な時期に

ついては、まだいつという形は申し上げられませ

んけれども、しっかりと取り組んで挑戦していき

たいと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） このＤＭＯの申請は年

に２回、１月と７月にできるわけですけれども、

今部長がおっしゃるように進めておりますと言

いますけれども、ＰＤＣＡと言ってＰ、Ｄ、Ｃ、

Ａとありますが、今はＤとＡだけなのです。とに

かく動く、動いてから調整していくというか修正

していくというということが言われていますの

で、本当にスピード感を持っていってもらいたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 現在、市内の民間事業者の方

とも相談しながら、毎月数回にわたる勉強会をし

ております。しっかりとその設立といいますか申

請に向けてスピード感を持って取り組んでいき

たいと思っております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） やはり、動かないとど

うにもならないと思いますので、そこはよろしく

お願いいたします。 

  このＤＭＯ設立において、その最も大きな課題

といいますか、高いハードルというのは、それは

何なのでしょうか。 
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○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 米沢市に合ったＤＭＯを設立

していく上では、まずどのような組織にしていく

のか、そしてＤＭＯにどういった役割や機能を持

たせるのか、そして安定的に運営していくための

資金をどうやって確保するのかなど、様々な視点

から検討していく必要があります。また、先ほど

地域のお話もありましたけれども、多様な関係者

の皆さんや団体の方々との合意形成も必要とな

ります。そういうところを大きな課題として捉え

ているところです。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） 今米沢には観光コンベ

ンション協会というところがございますけれど

も、このＤＭＯと観光コンベンション協会の大き

な違いはどのように考えていらっしゃいますか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 一般的な観光協会とＤＭＯの

違いについてですが、先ほどＤＭＯの概要を御説

明したところですが、両者とも地域の観光を振興

していく、そういう目的では同じだと思いますけ

れども、大きく違うことを幾つか例として申し上

げますと、ＤＭＯはマーケティングによるデータ

に基づいた明確な観光戦略をつくらなければな

らないこと、そして具体的な目標としてＫＰＩを

設定した上で、ＰＤＣＡサイクル（計画、実行、

評価・分析、改善）により取組を回していく、こ

うして観光地づくりを具体的に進めていく点が

まず一つ挙げられるかと思います。また、ＤＭＯ

については観光事業者のみならず、ほかの産業を

含めた地域全体での観光づくりを行うというと

ころが主な機能ですので、あらゆる産業、団体、

そういう皆様との合意形成が必要だということ。 

  一方、観光協会については、どちらかといいま

すと行政の方針の下、その活動の原理といいます

か、そういうものも、どちらかといいますと会員

事業者の都合を最大限化するということが基本

にあり、これに対してＤＭＯは観光地の稼ぐ力を

最大化するために、消費者、そういう視点を第一

に意思決定を行うということも挙げられるかと

思います。また、ＤＭＯでは多様な自主財源を確

保して運営していく、そういうことも観光協会と

は違うのかと思っております。 

  さらに、先ほど区域を超えてというお話もあり

ましたけれども、観光協会はどちらかといいます

と一つの行政区域にあるもの、設立されるものと

いうことが多いわけですけれども、ＤＭＯについ

ては幾つかの地域が連携して設立して活動する、

そういう行政区の制約を受けないことなども挙

げられるのかと思っております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） 観光コンベンション協

会とＤＭＯでは全く違うということを認識して

いただきたいとは思っております。やはりコンベ

ンション協会においては、会員の方たちもお金を

出してというところもありますし、ＤＭＯについ

てはやはり稼ぐ力ということに重きを置いてい

かなくてはいけないので、大きな違いはあると思

います。 

  そのＤＭＯの設立に当たって、今部長がおっし

ゃったように、ダイバーシティーというか多様性

というものが今非常に問われていますので、ここ

に当たっての設立する、いろいろな方を巻き込む

ということでは、やはり農業の方とか工業とか林

業とか、そういった方たちにもぜひ参加していた

だきたいというか、そういう方たちを含めたＤＭ

Ｏをつくっていただきたいということを私は希

望いたしますし、また農業においては、これは観

光と全く切り離せないような状況であります。こ

の置賜地方というか米沢においても、たくさんお

いしいものがありますし、ＡＢＣに限らずいろい

ろなすばらしいものを皆さん農家の方も作って

おりますので、ぜひそういった方たちも含めて、

また林業においても、やはり山を整備したり川を

整備したりするということは観光にも重要です

し、今もくロックというのを売り出しているとい
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うか、いろいろなところで評価されていますけれ

ども、なかなか値段が高いということで、本市に

おいてはいまいち認識不足の点もあると思いま

すが、こういったことも市民の方たち、研究して

努力していますので、こういった方たちも巻き込

んだ組織づくりをしていただきたいと思ってお

りますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 観光庁が示すＤＭＯの条件の

中に、観光地域づくりを行うことについての多様

な関係者の合意形成を図ることという項目が挙

げられております。御意見のとおり、農業と観光

というのは非常に親和性といいますか、関連性の

高いものでありますので、そういう地域の多様な

関係者を巻き込んだ体制を構築していくという

ことは非常に大事だと思っております。 

  そこで、米沢市版のＤＭＯの構築に際しても―

―今御意見がありましたけれども――どのよう

な団体と連携して組織構成を図っていくべきか、

先進地の事例なども参考にしながら、しっかりと

検討していきたいと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） あと、もう１点なので

すが、このＤＭＯ設立に当たって、農業、林業、

観光業いろいろな方たちも含めた組織づくりと

いうことがあるのですが、私は特に動ける若い方

がぜひ参加していただけるように、肩書だけの方

はもう要らないと思うのです。若くて、今現役で

働いているというかアイデアを持っている、こう

いう方たちを組織の中に入れてほしいと思って

おりますけれども、その点はいかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 組織についても、今これから

検討していく中でありますけれども、現在勉強会

には志のある若い事業者の方も参加しておられ

ますので、そうした方々のお力添えをいただくと

いうことは非常に大事だと思っております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） そういった方々が勉強

会にもいらしているということで、これは本当に

米沢の観光において、米沢市の特産物において、

いろいろな面においても未来はあるかと感じて

おります。ぜひ、こういった動ける人たちにとに

かく参加していただけるということが非常に大

事なことで、またもう１点、女性もとにかく３分

の１ぐらいは――能力のある人たくさんいらっ

しゃいますので――その組織の中に入れてほし

いというのを思いますが、この点はいかがでしょ

うか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 先ほど若い人ということもあ

りましたけれども、やはり性別にかかわらずいろ

いろな知見をお持ちの方に参加していただくこ

とは、組織の活性化にもつながりますので、そう

いったことも念頭に置きながら検討していきた

いと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） ３番目のマーケティン

グの活動といいますか、今やはり先ほど部長もお

っしゃっていますように、このマーケティングが

非常に重要なポイントとなってくると思うので

す。私がお聞きしたいのは、例えば市場の調査と

いいますかマーケティングリサーチ、これはどな

たがやる予定でしょうか。市の職員が一生懸命や

るのか、それともプロの方と連携してやるのか、

またはプロの方にもうお任せするのか、その辺は

どういったお考えでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 現在のマーケティングにつき

ましては、先ほど申し上げたこともありますけれ

ども、近年では平成30年度から国立情報学研究所

の相原先生にお願いいたしまして、置賜地域内に

おける観光客の動態調査を実施していただき、そ

こから取得したデータの分析であったり、地域内

の各種データを組み合わせた結果に応じた指導、

助言などもいただいております。それらについて
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も、今策定中の観光振興計画の策定や観光施策に

反映させているところであります。 

  今後につきましては、そういう専門家のお力も

お借りする、そういうこともありますけれども、

先ほど御質問のありましたＤＭＯがそういった

役割を中心になって担っていくということも当

然あり得るものだと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） マーケティング活動の

中に、広告宣伝という活動もあると思うのです。

この広告宣伝はいろいろありまして、マスメディ

アを利用するとかデジタルマーケティング、今ウ

ェブマーケティングといいますか、あと広告です

ね、交通というかバスやタクシーに広告を貼って

あるとか、あと野外看板とかサインボードとかい

ろいろあると思うのです。それが、何かこの米沢

において、非常にここが弱いような気がします。 

  例えば、新幹線で東京駅に降りたとして、ホー

ムから出る間に結構東北地方の大きなポスター

などが目につくときが時々あります。ただ、これ

は非常にお金がかかることだと思いますので、そ

ういうのはできないかもしれませんけれども、こ

のマスメディア、デジタルマーケティング、ＳＰ

広告、この中でどこに重点を置いて宣伝をしてい

くつもりでしょうか、お伺いいたします。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 現在、今後の展開になります

けれども、やはり新型コロナウイルス感染症の影

響によって、急速に観光を取り巻く状況が変化し

ていると思っております。このことからも、ビッ

グデータ、そういうものを活用したより大きな、

大規模な情報を集めながら分析していく、そうし

てターゲットを絞っていく、そういうことからニ

ーズを把握していくことが必要だと思っており

ます。今後、そのデジタルデータをさらに活用し

たマーケティング、そういうものを実施していか

なければならないと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） やはり認知してもらわ

ないと、この米沢には来ていただけないわけです

から、やはりこの宣伝広告というのが私は本当に

頑張ってもらいたい一つですが、今ＳＮＳとか、

来たお客様が自分で動画を撮って発信したりし

て、そういった動きが今一番大きいと思うのです。

だから、そういったものをどうやってつないで、

うまく米沢地方の観光というものをよそに発信

していくかということは、どういった形でしたら

いいかというお考えはありますか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 やはり、そのデジタルデータ

を活用した分析、マーケティングをしながら、例

えば事業ごとに対象範囲を変えたりとか、あるい

はプロモーションであったり広告の媒体を変更

するなど、先ほどＳＮＳなど御意見がありました

けれども、そういう様々な媒体についてマーケテ

ィングの結果変更しながら、そして工夫しながら

実施していくことが、より効果的なＰＲにつなが

っていく、そう思っております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） あと、私３つ目に考え

るのは、この効果の結果の検証といいますか、先

ほど部長が「たまぷり」ということを置賜地方で

やっていますということでしたけれども、これ費

用対効果とか、いろいろ事実上に実際結びつく売

上げとか、結果ですね、まだ終わっていないとは

思いますけれども、どれぐらいまでその結果を検

証したか教えていただけますでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 「たまぷり」については、先

ほど御説明いたしましたけれども、アクセスログ

からどういった地域の方々がこういうものを活

用して、どういった行動を取ったかということを

分析しながら、今具体的にどういったところにそ

れを活用したか持っておりませんのでお答えで

きませんけれども、そういう御使用された方の行

動履歴、そういうものを分析したところでありま
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す。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） なかなかいいアイデア

だったと思うのですけれども、やはり相原先生の

指導によって行われているというけれども、まだ

まだこれ一般市民の方にはさほど認知されてい

ないような気がするのです。また、こういうこと

を行っていたということを知らない方が、結構い

らっしゃると思うのです。今後そういった方に発

信するというのは、どういったところでやったら

いいかということを考えていらっしゃいますで

しょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 専門家の分析結果については、

観光振興計画の策定委員の皆様の中で、そういう

ことを先生から御説明いただき、観光の動向がど

うなっているとか、本市の強いところ、弱いとこ

ろはどうなっているのか、そういうところで情報

を共有したところです。せっかくそうして分析し

たことについては、ほかに興味をお持ちの方もい

らっしゃるかと思いますので、市のホームページ

などで公開しながら、さらなる情報共有を図って

いきたいと思っております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） せっかくそういう勉強

会をして、いいことをやっているわけですから、

皆さんにそれを伝えるということで、ホームペー

ジを見なかった方はどうやったらいいのかとか、

やはりそういうふうな、何でもいいですからいろ

いろな知らない人に発信するということが非常

に大事で、この米沢市、そこら辺が弱いのではな

いかと思います。だからそういうのを、口伝えで

もいいですし、そこだけではなくてもっとほかに

方法はないのかと思いますけれども、どうでしょ

うか、ないのですか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 あらゆるものといったらおか

しいのですけれども、使えるものはできるだけ使

って情報発信をしていく、そのように努力してい

きます。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） 山形県の観光で、大手

企業と共に取り組んでウェブ発信とかいろいろ

やっているのがあるのです、私も知らなかったの

です、そういう情報があります。今後、この米沢

市で、そういった観光とかいろいろな大手とやは

りタッグを組んで何かやっていくという取組は

考えているのですか。これ、三択で言ってくださ

い。全く考えていません、少し考えています、強

く考えています、この３つの中から、全く考えて

いないでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 大手と一緒にということかも

しれませんけれども、今年は大変こういう状況で

したので、東北デスティネーションキャンペーン

の年ではありましたけれども、事業をうまく関係

者で進めるということはなかなか難しかったの

かと思っております。 

  来年、山形県と宮城県と福島県の南東北３県の

各地域がＪＲと協働の下、東日本最大規模の観光

キャンペーン、そういうものを展開するという予

定もお聞きしておりますので、そういった御質問

の意味では、市としてもそういう大手と連携した

特別企画などの展開については十分検討できる

ものだと考えております。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） 昨年度から、このコロ

ナの状況で、観光においては本当に大変な時期だ

とは思っております。今部長がおっしゃったよう

に、一生懸命努力して頑張ってやっていただいて

いることも十分に分かりますけれども、やはり今

動かないと、もうコロナがある程度収束してから、

じゃあというときではやはり遅いような気がす

るのです。だから、今頑張っていろいろな対策を

考えていってほしいと私は思っておりますが、ど

うでしょうか。 
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○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 冒頭も申し上げましたけれど

も、地域の観光産業を崩壊させないためにも、

様々な工夫が必要だと思っております。現在は、

コロナ感染症ということで、なかなか収束もして

おりませんし、すぐに消滅するということも考え

にくい中でありますので、しっかりと感染防止へ

の十分な対策を取って、本市への旅行を楽しんで

いただいたり、本市の観光地として持つ魅力に触

れていただきたいと思っておりますので、できる

取組を、時期を逃さずにしっかりとやっていきた

いと思います。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

  最後に、市長に、この米沢市の今後の観光につ

いて、どういった方向で進めていくかお考えをお

伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今のやり取りで、米沢市の取組と

しても御理解をいただいたものとは思います。た

だ、今後コロナ収束というのがどの程度のところ

まで言うのか、なくなるということはまず難しい

という中で、またそういった人の往来を、交流を

どのようにやっていくかということは大きな課

題になっていると、今から当然考えていかなけれ

ばならない問題だと思っています。 

  そういった中で、米沢に観光客として、また関

係人口も含めまして、多くの人を呼ぶというその

魅力というものをどのようにやはり磨き上げて

いくかということが私は重要だと思っておりま

す。もちろん、行政としての対応も、これは必要

でありますけれども、実際にそこに観光客として

お伺いする温泉であったり、また食であったり、

また農業分野のお話も出ました、米沢牛でもあっ

たり、そういったものについてどうして磨きをか

けていくかということは、これは民間の仕事にも

なってくるわけであります。そういったところを

連携して、うまく循環して初めて人をほかの観光

客としてお呼びするということに私はなってい

くと思っておりますので、ただそういったことを、

今度行政側がもっとどうやって推進をしていく

かと、いろいろお話出ました、ＤＭＯもありまし

た。 

  今置賜３市５町で定住自立圏をやっているわけ

でありますけれども、その大きな目的は、広域観

光をどのように推進していくかという大きな課

題があります。そういった中にあって、今実は長

井を中心に、西置賜を中心にしましてＤＭＯをや

っておるところであります。実情も聞いておりま

すと、国からの支援がある間はなかなか継続して

いるけれども、先々のことを考えると非常に厳し

い。この裏づけとなるものは、しっかり根を下ろ

した観光施策になっているかというところを、き

ちんと我々はつくり上げていかないと、ＤＭＯは

やっても長続きしないということでは非常に厳

しいのではないかと思っています。 

  ですから、観光客が何を求めてくるのか、おか

げさまで米沢も、例えば来年度には恐らくベニバ

ナが世界遺産、そのエリアにも米沢はなってまい

りますし、そういったものと観光をどう結びつけ

ていくか。また精神文化、何遍も私このことを言

っていますけれども、これから草木塔のようなも

のをどうやって、やはりそういった精神的なもの

を求める方々もおいでになりますので、その辺と

どうつなぎ合わせていくかと、こういったことも

田沢地区の皆さんと話もしている部分もござい

ます。そういったことをしっかりと、新たな観光

要素をどう磨き上げて、米沢に行ってみたいとい

ういろいろな思いをどのように、今度は発信して

いくほうになりますけれども、米沢市も、あまり

ぱっとしていないかもしれませんけれども、ユー

チューブなんかでも発信をしておるわけであり

ます。これからその媒体をいろいろな部門に活用

しながら、例えばふるさと納税との関連も私はで

きると思っておりますので、そういったことも含
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めて、今後のこの次の観光振興計画の中で、今議

員からお述べいただいたものもしっかりと取り

組みながら進めていきたいと、このように考えて

おります。 

○相田克平議長 関谷幸子議員。 

○１２番（関谷幸子議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  では、私はこれで終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○相田克平議長 以上で12番関谷幸子議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、改正災害対策基本法について外１点、18

番我妻德雄議員。 

  〔１８番我妻德雄議員登壇〕（拍手） 

○１８番（我妻德雄議員） おはようございます。 

  市民平和クラブの我妻德雄です。早速質問に入

ります。 

  大項目の初めに、改正災害対策基本法について

質問します。 

  大規模地震の発生や、地球温暖化の影響に伴う

集中豪雨が年々増加する傾向にあり、全国のいつ、

どこで自然災害が発生してもおかしくない状況

が続いています。私たちは、自然災害から身を守

るため、総合的な防災・減災対策に取り組んでい

かなければなりません。 

  近年の大規模な災害において、避難情報が分か

りにくく、避難が遅れたことによる被災等の事例

を踏まえ、災害時における円滑かつ迅速な避難の

確保、災害対策の実施体制の強化を目的に災害対

策基本法等の一部を改正する法律が、本年５月20

日に施行されました。 

  改正の主な内容は、避難勧告・避難指示の一本

化、個別避難計画についての市町村の作成努力義

務化、災害発生のおそれ段階での、国の災害対策

本部の設置などとなっています。特に、避難情報

については、今回の改正に伴い、避難勧告は廃止

され、避難指示に一本化されました。また、避難

準備・高齢者等避難開始は、高齢者等避難に変わ

りました。 

  初めに、災害時における円滑かつ迅速な避難の

確保についてお尋ねします。 

  今回の改正で、これまで避難勧告として出され

ていた情報は、避難指示として発令されます。こ

れは、災害発生のおそれのある状況で、避難指示

が発令された時点で、必ず危険な場所から全員が

避難してくださいというものです。 

  また、高齢者や障がいのある人など、避難に時

間を要する人は、市町村から高齢者等避難が発令

された時点で危険な場所から避難してください

と変わりました。 

  災害発生のおそれがある場合、大きく分けて２

つのタイプの情報が出されます。１つは、市町村

等から出される警戒レベルです。もう一つは、気

象庁などから出される警戒レベル相当情報です。

どちらも、災害時に住民の避難行動等を促す目的

で発表、発令されますが、情報を発表、発令する

機関や、情報の種類に違いがあります。 

  警戒レベルは、災害発生のおそれの高まり、危

険度に応じて５段階で運用されており、レベルご

とに取るべき行動が示されています。例えば、市

町村から警戒レベル４の避難指示が発令された

ら、対象地区の住民の方々は、速やかに危険な場

所から避難するというものです。 

  一方、警戒レベル相当情報は、気象庁や国土交

通省等が発表する防災気象情報に付されるもの

です。住民の皆さんが主体的に避難行動等を判断

するための参考となる状況情報です。例えば、レ



-143- 

ベル５では大雨特別警報、氾濫発生情報、高潮氾

濫発生情報が出されます。 

  警戒レベルと警戒レベル相当情報が同じ基準を

用いることで、自治体が発令する避難情報を待つ

だけでなく、気象庁などが発表する状況の情報を

基に住民が主体的に行動できるような仕組みと

なっています。自らの命は自らが守るとの意識を

持って、防災気象情報も参考にしながら適切な避

難行動を取ることが大事となります。 

  さて、具体的な質問に入ります。 

  災害対策基本法が改正されましたが、改正内容

について市民への周知・徹底はどのように進めて

こられたでしょうか、お尋ねいたします。 

  これまでの避難勧告と避難指示が一本化され、

避難指示が発令された時点で、必ず危険な場所か

ら全員が避難すると変わりました。本市の対応は

どのようになるでしょうか、お尋ねいたします。 

  災害心理学からいうと、人間は情報に基づいて

行動するのが苦手ということです。人類は、目の

前にある危険を経験しながら進化してきたため、

直接的な危険には感情的に反応できます。しかし、

災害では、直接的な危険を目の当たりにした段階

で避難を始めたのでは遅く、避難に危険を伴いま

す。そこで、浸水想定地域にセンサーを設置する

とか、土砂の流出や川の増水状況をリアルにライ

ブ配信するとか、危険を目に見える形で伝え、避

難を促す取組が必要と考えます。本市の見解をお

聞かせください。 

  また、米沢市地域防災計画も施行から年月が経

過し、災害対策基本法等の改正等に合わせるため

にも計画の改定が必要と考えます。本市の見解を

お聞かせください。 

  次に、個別避難計画の作成についてお尋ねしま

す。 

  地域で暮らす人たちの中には、高齢者や障がい

がある人など避難するために支援が必要な方も

たくさんおられます。いざというときに、誰がど

こにいるのかが分からないと、１人で避難するこ

との難しい人が逃げ遅れてしまう可能性もあり

ます。 

  今回の法改正で、市区町村は、避難行動要支援

者名簿の作成に加え、高齢者や障がい者など支援

の必要な方が避難するための個別避難計画の作

成が努力義務となりました。個別避難計画の作成

状況はどのようになっているでしょうか、お知ら

せください。 

  誰がどの場所で支援するか、避難先でどのよう

な支援が必要か、あらかじめ計画しておくことが

市区町村で行われることになります。高齢者やそ

の家族と日常的に接している介護のネットワー

クを生かし、福祉や医療の専門職の人にも計画づ

くりに積極的に参加してもらうことを明確にし

ています。本市の取組はどのようになっているで

しょうか、お尋ねいたします。 

  次に、旅館及びホテルへの避難についてお尋ね

します。 

  本市では、地震や大雨などによる災害発生時に、

高齢や障がいを理由に避難所での生活に特別の

配慮を要する方が速やかに避難できるように、昨

年の６月より米沢市旅館ホテル組合と協定を締

結し、市内の旅館やホテルに避難できるようにな

りました。要件に該当する方の宿泊費は市が負担

します。 

  利用開始となる状況と周知方法では、市災害対

策本部で決定し、テレビ等の報道や米沢市ホーム

ページ、エリアメール、ＳＮＳ等で知らせがあり

ます。それから申し込んでの避難です。本市に利

用申込みを行ってからの避難では遅い場合も想

定されます。緊急時に速やかに対応できるシステ

ムづくりが必要と考えます。本市の見解をお聞か

せください。 

  対象者は、65歳以上の高齢者、障がい者、障が

い児、妊婦、乳幼児、それらの介助者及び保護者、

避難所での集団生活では健康を損なうおそれが

あるなど特に配慮が必要と認められる者と定め

ています。コロナ禍ということがあります。一層
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の分散避難が必要ではないでしょうか。利用の拡

大についても検討が必要と考えます。本市の見解

をお聞かせください。 

  大項目の２点目、米沢市学校給食基本方針につ

いての質問に入ります。 

  まず、なぜ中学校給食をセンター方式にしなけ

ればならないのかについてお尋ねします。 

  教育長は、６月定例会の太田議員の質問に対し

て、物事を検討していくときに、多面的に見てい

かなければいけない。学校給食のところだけ見た

ら、自校給食ということで、教育委員の皆さんも

私たちもそういうふうに思って検討しました。自

校給食を中学校に実際に建てるとなると、子供た

ちの通学路の安全だったり、あるいは部活動だっ

たり、授業がちゃんとできるかといったところも

検討して、総合的にセンター方式だと、子供たち

のためになるという思いでセンター方式という

ことを採用したとの答弁をしています。 

  ６月定例会や今定例会、そしてさきの総務文教

常任委員会協議会や市政協議会などの議論をお

聞きしますと、要は（仮称）東中学校、（仮称）

北中学校、（仮称）南西中学校３校に、調理室あ

るいは調理棟を建てるスペースがないので、やむ

を得ず共同調理方式にするということではない

でしょうか。 

  また、もう１点は、小学校給食施設の大規模改

修のバックアップ機能のため、センター方式にす

るということだと思います。学校給食の経費の大

幅な軽減とか、質の大幅向上とか、地産地消の飛

躍的拡大とか、食育のさらなる推進だとか、そう

いうわけではないように思えます。改めてお伺い

しますが、中学校給食のセンター方式とする大き

な理由は何でしょうか。 

  次に、教育委員会は基本的な計画・制度などを

策定するとき、パブリック・コメントを実施しな

かったことがあったのかについてお尋ねします。 

  米沢の学校給食は、長年の自校調理の中で、安

全性に関わるノウハウの蓄積があります。科学調

味料を使わず、だしを取り、味つけをしています。

そして、地元の生産者の方をはじめ多くの方々の

御協力で、各学校で地元産食材をできるだけ使用

するシステムも出来上がっています。使用する食

材を吟味し、野菜のカットはできるだけ機械を使

わず手切りで行っています。冷凍食品の使用もで

きるだけ抑えています。また、環境に配慮して、

廃油はリサイクル石けんにするなど、環境に優し

い給食を実施しています。全国的にも注目される

すばらしい学校給食を実践してきました。 

  中学校給食のセンター方式への変更は、本市学

校給食の大きな転換点です。ですから、きちんと

議論をして、市民の方々にも納得していただいて

進めるべきと考えます。 

  しかし、教育委員会は、パブリック・コメント

などで市民の意見を聞くこともなく学校給食基

本方針をまとめ、決定してしまいました。混乱の

大きな原因の一つは、教育委員会の姿勢にありま

す。 

  ６月定例会で、パブリック・コメントを実施し

なかった理由をお尋ねしたところ、「検討委員会

が有識者、公募を含め、市民の代表の方々で組織

されていること、７回にわたり御協議いただき、

多岐、多様にわたる御意見を頂戴したことと認識

しております。その中におきまして、学校給食と

しての目指すもの、大事にしてほしいことなど、

最大限基本方針の中に取り入れさせていただき

ましたので、市民の方のお考えを十分に反映され

たものと捉えております」と答弁しています。 

  同時に、「中学校につきましては、調理場の整

備によって、他の教育活動に支障が生じる場合、

その教育活動を優先すべきであるという視点か

ら、統合後、使用する中学校の敷地内に給食施設

を新設することはできないと結果を出しました。

したがいまして、中学校の自校方式の可能性につ

いては、検討ができないと判断いたしましたので、

パブリック・コメントを実施いたしておりませ

ん」と答弁されています。 
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  そこで、改めてお聞きしますが、教育委員会と

して、基本的な計画・制度などを策定するときに、

米沢市パブリック・コメント制度実施要綱制定後

にパブリック・コメントを実施しなかったことが

あったでしょうか。改めてお伺いいたします。 

  以上で演壇からの質問を終わります。 

○相田克平議長 安部市民環境部長。 

  〔安部道夫市民環境部長登壇〕 

○安部道夫市民環境部長 私からは、１の改正災害

対策基本法についてのうち、（１）の災害時にお

ける円滑かつ迅速な避難の確保について、及び

（３）の旅館及びホテルへの避難についての御質

問にお答えいたします。 

  初めに、災害対策基本法の改正内容の市民への

周知・徹底についてでありますが、本市において

は改正内容について、米沢市公式ホームページ、

市のＳＮＳにおいて情報を発信しているほか、広

報よねざわ６月１日号に掲載し、市民への周知を

図っておりますが、今後も毎年の出水期前にお知

らせするとともに、実際に避難行動をしていただ

く際にも、分かりやすく情報発信していきたいと

考えております。また、まちづくり出前講座や、

昨年度から実施しております年度当初の各避難

所での打合せ時に学校及びコミュニティセンタ

ーの職員などに対しても説明を行っているとこ

ろです。 

  次に、避難勧告と避難指示が一本化されたこと

に対する本市の対応についてでありますが、改正

災害対策基本法や避難情報に関するガイドライ

ンを踏まえた発令基準の見直しを行っておりま

す。 

  具体的には、災害が発生するおそれがある状況

や、災害リスクのある区域の高齢者等が危険な場

所から避難するべき状況において、立ち退き避難

に時間を要する高齢者などに早期避難を促すた

め、「警戒レベル３、高齢者等避難」を発令いた

します。また、法改正前の避難勧告のタイミング

である河川の水位が氾濫危険水位に到達した時

点で、即座に「警戒レベル４、避難指示」を発令

いたします。さらに、災害が発生・切迫し、避難

場所等への避難が安全にできないと考えられる

状況で、自宅や近隣の建物などで直ちに身の安全

を確保するよう促したい場合に「警戒レベル５、

緊急安全確保」を発令いたします。 

  本市においては、災害発生時に起こり得ること

をあらかじめ想定しておき、誰がどのような行動

を取るべきなのかを時系列でまとめたタイムラ

インを作成しております。このタイムラインは、

市内を流れる主要河川ごとに作成し、市のホーム

ページにも掲載しておりますが、このたびの避難

情報の発令のタイミングの修正を図り、市民の皆

様が取るべき行動を理解しやすくしております。 

  今後も、災害が発生するおそれがある場合には、

適切な判断に基づく避難情報の発令を行ってま

いります。 

  次に、危険を目に見える形で避難を促す取組の

必要性についてでありますが、人が逃げ遅れてし

まう理由に、災害心理学で正常性バイアスという

用語があります。被害が予想される状況でも、自

分に都合の悪い情報を無視したり、過去に被災し

た経験がないことから、自分は大丈夫だと過小評

価したりして逃げ遅れてしまうというものです。

このため、浸水範囲を示すハザードマップを見て

も、人ごとと見過ごす人が多いと言われておりま

す。 

  危険を目に見える形で避難を促す取組としては、

御質問の中にもありましたが、他県では崖崩れ、

土石流などの土砂災害の前兆現象である僅かな

傾斜や振動を検知する斜面崩壊検知センサー、振

動検知式土石流センサーなどを設置し、地元の自

治会長などへのお知らせをしているところがご

ざいます。県に確認したところ、県内の土砂災害

危険箇所には、このようなセンサーは設置されて

いないということでした。 

  本市につきましては、251か所の土砂災害危険箇

所がございますので、大がかりなハード整備以外
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の手法も含めて適切な避難ができるような新た

な仕組みを、他市の事例なども参考としながら検

討してまいります。 

  次に、米沢市地域防災計画の改定を進める必要

があるのではないかについてでありますが、今回

の災害対策基本法の改正を受けまして、米沢市地

域防災計画を改定する必要がございます。現在、

県が山形県地域防災計画の改定案を市町村に対

して公表しておりますので、県の計画との整合性

を図り、今年度中に改定を完了したいと考えてい

るところです。 

  次に、（３）旅館及びホテルへの避難について

のうち、緊急時の利用申込方法の検討についてで

ありますが、現在本市と協定を締結している米沢

市旅館ホテル組合に加盟している宿泊施設は８

施設で、定員437名となっております。 

  本市において、旅館及びホテルへの避難の際に

利用申込みを必要としているのは、当日の宿泊客

の状況等によって予約可能な部屋数が変動いた

しますが、この限られた数量を公平に利用してい

ただくために、宿泊希望者が制度の対象となる御

家族なのかどうか、お住まいの地域が災害リスク

のある避難が必要な方なのかどうかなどを確認

するとともに、住宅に被害のあった現に避難が必

要な方が利用できなくなることがないように調

整を図るようにしております。 

  なお、議員の御質問のとおり、大規模災害時に

は、連絡してからでは避難が遅くなる場合も考え

られますが、全宿泊施設の空室情報を市で一元的

に把握することにより、市民が空室を探すため何

軒も旅館などに電話をかける手間が省けるメリ

ットもございます。 

  また、災害によっては電話が不通となる場合も

想定されます。その際は、他の自治体では、旅館

やホテルなどに直接赴いて宿泊手続ができる仕

組みとしているところもあります。様々な他市の

事例を参考としながら、大規模災害時を想定した

簡便な手続方法を検討してまいりたいと思いま

す。 

  最後に、コロナ禍における要配慮者以外への利

用拡大についてでありますが、本協定の目的は、

高齢者をはじめとした要配慮者に不安なく避難

生活を送っていただけるように、福祉避難所の位

置づけとして始めたものであるため、避難行動を

迅速に行うことができる若い人が先に避難する

ことで空室がなくなるおそれもあることから、要

配慮者以外の方まで利用を拡大することは考え

ておりません。なお、この制度利用につきまして

は、災害発生時に旅館等に空室があることが条件

であることは事前に周知しているところです。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私からは、１の（２）

個別避難計画の作成についてお答えいたします。 

  国は、地域防災計画のほか、別途詳細を定める

計画を作成するなどして、個別避難計画の作成や

専門職の支援等を含む避難行動要支援者に関す

る市町村としての考え方を整理するよう示して

おります。 

  本市におきましては、個別避難計画の作成まで

至っていないものの、災害対策基本法に基づき、

避難行動要支援者名簿を作成しております。避難

行動要支援者名簿掲載の際は、地域との情報共有

に関する同意書の提出を勧め、その提出があった

方の情報について自主防災組織及び民生委員・児

童委員に名簿を提供することにより、円滑な避難

支援体制の構築を推進してきたところです。 

  この同意書は、避難行動要支援者の個々の情報

を記載いただく様式にしておりますが、具体的な

避難経路や避難場所の記載はないことから、地域

との情報共有に同意する御本人と行政及び地域

の避難支援関係者らが、災害時に取るべき避難行

動やそれぞれの役割を共有できていないという

課題があります。このたびの災害対策基本法の改

正で努力義務とされた個別避難計画の策定は、こ
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の課題解決を図り、実効性の高い避難支援のため

に有効な手段であると認識しております。 

  個別避難計画の策定につきましては、今年度予

定している地域防災計画及び避難支援全体計画

の見直しの中で、策定に向けて協議してまいりま

す。 

  個別避難計画作成に係る専門職等の参加につき

ましては、現に対象者と密接に関わり、その生活

を知る地域の支援関係者のほか、介護支援専門員

や相談支援専門員などの専門職の協力が不可欠

と考えております。作成に協力いただく職種やそ

の作成方法などの詳細につきましても、地域防災

計画及び避難支援全体計画の見直しにおいて協

議する予定です。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、２の米沢市学校給食

基本方針についてお答えいたします。 

  初めに、中学校給食はなぜセンター化なのかに

ついてお答えいたします。 

  本市の公共施設の在り方については、米沢市公

共施設等総合管理計画に基づくこととなり、本計

画で定める公共施設等の管理に関する基本原則

の考え方では、既存施設の建て替えや大規模改修

等を行う場合には、一つの土地や建物に複数の施

設を集める複合化に取り組むとともに、維持管

理・運営効率の向上を図ることとしております。

当然、学校施設も対象となることから、給食施設

の整備方針についても、この基本原則に基づき検

討する必要があります。 

  中学校給食を自校調理方式とした場合、統合後

の３校に給食施設を新設する必要があることか

ら、同じ調理業務機能を有する施設が同時期に３

つ整備されることとなり、保守点検業務や修繕等

の日常的な維持管理に係る負担の増加や、施設改

修や設備更新時期の重なりによる財政的負担の

増など、共同調理場を整備する場合と比べると維

持管理効率は低くなることが見込まれます。 

  また、統合後に使用することとなる第一中学校、

第四中学校の敷地に給食施設を新設するだけの

スペースが確保できるかを検証しましたが、教室

数の不足による増築やスクールバス通学のため

のバスの乗降スペースの確保、増加する教職員等

の駐車場の整備、加えて冬期間の除雪や押し雪を

想定したスペースの確保等が必要であり、現在の

敷地に新たに給食施設を整備することはできな

いと判断いたしました。 

  さらに、新たに整備することとなると、（仮称）

南西中学校については、現在の第二中学校の限ら

れた敷地の中で、生徒数の増加にも十分に配慮し

た教育環境の整備が最優先と判断し、給食施設に

ついては共同調理方式として全中学校の調理業

務機能を集約化することにより、公共施設として

の維持管理、運営効率の向上を図ることができる

と考えています。 

  一方、小学校の給食施設は、全体的に老朽化し

ており、将来的に緊急的な修繕工事や大規模改修

が必要となり、場合によっては一定期間給食の提

供ができなくなることが懸念されます。 

  統合中学校の開校予定である令和８年度時点に

おける全中学校の生徒数は1,875人と見込んでい

ます。その５年後には約400人程度減少すること

が見込まれ、各校の減少数は100から120人程度の

見込みです。統合に合わせ、各校に給食施設を新

設した場合、生徒数の減少により調理数も減少し、

過剰な設備投資となってしまう可能性がありま

すが、共同調理方式とすることで、小学校１校程

度の調理余力が生じることが見込まれ、小学校の

給食施設で大規模改修が必要になった場合にお

いてもバックアップ機能を果たすことが可能と

なり、より公共施設の運営効率の向上につながる

と考えたところです。 

  現在の親子給食方式の継続については、調理師

の労務負担の改善と安全性の問題から考えてお

りません。先に中学校分を調理し、搬出してから
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小学校分を調理するといったように、午前中の限

られた時間に調理を２回することは、業務量の多

さに加え、集中力の持続性が求められるため、職

員にとって過剰な負担となっていることを認識

しています。 

  これらのことを総合的に検証した結果、米沢市

学校給食基本方針で定める５項目のうち、「将来

にわたり安定的に給食を提供すること」「安全安

心な給食を提供すること」及び「施設設備や労働

環境を整備すること」を実現するための手段とし

ては、中学校給食を共同調理方式とするほうが、

自校調理方式を採用するよりも優位性があると

判断しました。 

  残りの「食育と地産地消を推進すること」及び

「子ども達を大切にした細やかな対応を目指す

こと」については、自校調理方式に優位性がある

と考えていますが、児童と生徒という発達段階の

違いにおいて、食育で求められること、アレルギ

ー対策で求められることは異なるものと考えて

います。 

  なお、中学校における食育やアレルギー対応は、

給食施設がない現状においても実施しています

ので、共同調理方式を採用した場合であっても、

現行と同様の水準での対応は継続できると考え

ておりますが、アレルギー対応については、給食

施設を新設する際には、よりきめ細やかに対応で

きるよう整備を図っていくこととします。 

  共同調理方式の場合においても、施設に関する

具体的な機能を決める中でこの２項目の実現に

は多様な取組が期待されるところであり、その有

用性は高いものと考えています。 

  このように、中学校給食のセンター化について

は、米沢市公共施設等総合管理計画に基づき、総

合的に現状を把握し、長期的な視点から施設整備

を検討するとともに、米沢市学校給食基本方針を

実現するための最適な手段として選択したとこ

ろです。 

  次に、パブリック・コメントの制度実施要綱の

策定以降、基本的な計画・制度などについてパブ

リック・コメントを実施しなかったことがあるか

についてお答えいたします。 

  平成18年９月に制定されてから、これまでの間

にパブリック・コメントを実施しなかったものと

しては、平成30年５月に策定しました米沢市いじ

め防止基本方針がございます。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 質問の順番を変えて、

最初に学校給食基本方針からお尋ねいたします。 

  センター方式とする理由について、公共施設等

総合管理計画を今度は持ち出して、今までそんな

話は多分、今回の９月議会から、出てきたことは

少し話があったのですかね。要は、学校給食検討

委員会で、自校方式が最も望ましいという報告が

出てきたのに、センター化を出したわけですから、

それを検討委員会の方針と違う、何でできないの

かということをお聞きしたかったのです。そうし

たら、給食スペース、建てるスペースが取れない

からできないという話なのですか、そうすると、

一番は。どうなのですか、そこは。自校方式が望

ましいという話なのに、できないという話なので、

何でできないのかということをお聞きしたかっ

たのです。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 まずは、今議員からお示

しのあった、統合後に最終的に３校になるわけで

すが、その中学校の敷地内には給食施設は建設す

ることができないということが理由だというふ

うになります。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） そうすると、その答申

というか、出てきた検討委員会の報告を基に考え

るのであれば、できるスペースが確保できればや

ったほうがいいのですよね、そういうことからい

くと。私たちというか、昨日からも２階建ての話

とかスペースの取り方とかいろいろ提案があっ
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て、どうでしょうかというお話をいっぱいしてき

たつもりです。それなのに、やる方法はあるので

すよ、だから、給食室を建てる方法は。 

  米沢市内のある私立高校は、マイクロバスで小

国だとか喜多方市だとかいろいろと何台も運行

して送迎しているということは皆さん御存じで

すね。マイクロバスは別のところに駐車して、登

下校の時間に学校の前に迎えに来る。いろいろな

方法はあると思うのです、マイクロバス一つ取っ

ても。それを、いろいろ方法を検討せずに、建て

るスペースがない――この前も話しましたけれ

ども――雪を押すスペースが必要だと。急激に生

徒数が減少するとか、やらないために答弁してい

るように聞こえてならないのです。 

  やるために、報告はそういうふうに、ぜひ自校

方式が最も望ましいと、金銭的にも、昨日高橋壽

議員が質問していましたけれども、５年間で15億

円以上多くかかるという試算に、そういうふうに

教育管理部長うなずきましたよ。昨日、試算をき

ちんと、粗い試算だからということであったのだ

けれども、その後市政協の報告では、学校給食の

方式による検討はしないという報告でしたよ、新

たな予算については。だとすると、あの数字しか

ないのです、私たち基にするものは。金銭的にも

多くかかる、にもかかわらずどうして、建てるス

ペースも何とか確保できる可能性はある、それな

のにきちんとなぜ検討しないのですか。そこはど

うですか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 教育委員の中でも、いろいろ検

討いたしました。その中で、学校はすべからく子

供たちのためにある、子供たちのためにどうかと

いう視点で、特に検討したところです。昨日話題

になりました、その給食室の必要面積についても、

約500平米ということなわけですけれども、上郷

小学校が御存じのとおり390平米ぐらいあります。

それから、お隣の高畠中学校は640平米ぐらいで、

いわゆる安全安心な給食を作ることができると

いうスペースは、そのハサップ対応等々で、やは

り一定程度の広さが必要だろうということは、ま

ず確認したところでございます。 

  それから、それぞれの学校の状況です。例えば

（仮称）北中を見たときに、子供たちの数と、そ

れからそのスクールバス等も具体的に調べてみ

ますと、スクールバスとジャンボタクシー３台ぐ

らいが必要になってきて、それを駐車する場所と

いうので考えると、校舎の南側は無理で、北側な

のですね。（「だから、高校の話をしたじゃない

ですか」の声あり）そうした場合には、やはりで

も一番は子供たちです。子供たちが遠くで、冬場

乗り降りするのですか、そうじゃないでしょう。

子供たちが一番安全に登下校できるということ

であれば、一番子供たちにとっていい場所に、バ

スもタクシーも止める必要があるんだろうとい

うふうに考えました。 

  それから、（仮称）東中学校については、もっ

とバスとタクシーと乗合タクシーで全部で10台

ぐらい必要でした。それも、自校方式の場合、食

材の納入とかそういったものを考えると、どうし

ても建てるとしたら体育館の南のところしかな

いのです。そこに建ててしまえば、その体育館の

ピロティーに行く子供たちが使いにくくなる。そ

れから、登下校してくる子供たちの安全な道路の

確保ということで、グラウンド側に入ってくるの

ですね。そういったところも検討したのでした。 

  教育委員の方々も、やはり何とか自校方式でい

けないのかということも考えたのですが、子供た

ちが増える、そういった部分を見たときに、やは

り学校給食は学校教育の一環で大切なものだと

いうのは考えておりますけれども、給食調理場の

整備によって、子供たちの安全・安心、そして教

育活動が、そこに支障が生じるという、そういう

場合はやはり教育活動を優先するべきだろうと

いうことで、教育委員の中でもそこのところを細

かく詰めてみたのですが、やはり難しいという判

断でした。 
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○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 乗降する場所のスペー

スはきちんと確保して、もちろん安全にしていた

だくというのは、そのマイクロバス等の、公共交

通の使用とかもいろいろ検討されたのだと思う

のですけれども、そういうことは大事にしなけれ

ばならないと思いますが、スペース、駐車するス

ペースと申し上げました。駐車はそれは考えなく

てもいいのではないのかと、別なところに日中使

わないときのスペース、駐車してもいい、あるい

は、今度公共交通の総合計画が出る予定ですけれ

ども、マイクロバスを地域の皆さんに有効に活用

していただく――混乗と言いますけれども――

そういうことも検討するというふうにこの間報

告を受けています。いろいろなことがあると思い

ます。どうも、そのセンター化ありきで物事を進

めているようにしか思えません、今の答弁も含め

て。 

  そういうことで、じゃあまず教育長の思いは、

かなり熱い思いは今お聞きしました。だとすれば、

その思いをなぜ市民の皆さんにもっと伝えなか

ったのですか。パブリック・コメントというのは、

意見を聞くと同時に、米沢市の考えを示すことで

もあるのです。それをなぜしなかったのですか、

その熱い思いがあるとすれば、こういうわけでこ

うだときちんと丁寧に説明すればいいのではな

いですか。それをなぜしなかったのですか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 今まで部長からも話をさせてい

ただいてきましたけれども、選択肢としてはもう

あれしかないわけで、いろいろな意見をいただい

たとしても、できること、できないことあるわけ

で、子供のことを真ん中においてやはり判断しま

したので、これで行くしかないということで、部

長が答弁したような判断になりました。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） あれしかないのですか

ね。基本方針にセンター化しかない、センター化

においては教育委員会はそういうことなのでし

ょうけれども、基本方針については、センター化

のことについてなんか書いていませんね、基本方

針には。それに意見をなぜもらわなかったのです

かと私は聞いているのです、パブリック・コメン

トで。本来ならば、これ基本方針で５項目ですか、

大きく言って、書いてありますけれども、これに

ついて御意見をもらうのが基本方針ではないで

すか。それはどうなのですか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 基本方針の５項目については、

それこそ学校給食検討委員会で委員の皆様から

いただいたもので、これはどの項目を取っても誰

もが認める、そして大事にしなければいけないも

のということで、そのことについては、もう当然

皆さん理解いただけるものということで、パブリ

ック・コメントはなしということで考えたところ

です。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） いや、そういう答弁で

はないかと思っていました。基本方針の実現に当

たってというのもセットだから、しなかったのか

というふうな答弁を、予想を私していました。誰

もがみんなそのとおりだと思うことだからしな

い、だとすれば、学校規模の適正規模・適正配置

の関係で検討委員会もしましたよね。パブリッ

ク・コメントもいただきました。何でそこと違う

のですか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 元に戻りますけれども、学校給

食検討委員会で委員の方々、たくさんの方々から

しっかり御意見をいただいておりますし……

（「検討委員会やったでしょう、だから」の声あ

り）ですので、そういったことでしないところで

した。（「適正規模・適正配置はパブリック・コ

メントやったでしょう、そのことを聞いています、

何で違うのですかと」の声あり） 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 
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○山口玲子教育指導部長 今教育長が述べたように、

今回につきましては基本方針、それから方針の実

現に当たってというところをセットで教育委員

会からの議決を頂戴していると捉えております。

（「教育長はそういうふうに答弁しませんでした

よ」の声あり） 

○相田克平議長 答弁を聞いてください。まず。 

○山口玲子教育指導部長 基本方針につきましては、

検討委員会の中での御意見を十分に最大限に取

り入れたということで、今回につきましてはパブ

リック・コメントは実施しないと判断をさせてい

ただいております。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 教育長の答弁と部長の

答弁違いますよ。だから、教育長は、基本方針は

当たり前のこと、みんなそう思っていることだか

らしなかったのだというお話でした。しかし、私

が言ったのは、基本方針の実現に当たっては、百

歩譲ってセンター方式でこれしかないのだと、裁

量の余地がないと、そういうことであれば、いろ

いろ裁量の余地があることがいっぱいあったで

しょうということをお聞きしたいと思っていま

す、本来ならば。いっぱいいっぱいみんなから意

見を聞いて、いろいろと学校給食を、いいところ

とか、もしかすると至らないところとかの御意見

をいただきながら基本方針を決めていく、それが

本来の姿ではないですか、パブリック・コメント

の。にもかかわらず、それをしていないというの

はおかしいのではないですかという話です。どう

ですか、それは。だって検討委員会のメンバーの

御意見はいただいたかもしれません。だけれども、

今までですと広くパブリック・コメントを求めて、

市民の皆さんに公表して、米沢市の考えをまず。

そして同時に御意見をいただいて、再度検討する

というのがパブリック・コメント制度です。公表

していないのではないですか、きちんと、だとす

れば。そういう制度になぜのっとらなかったのか

ということをお聞きしているのです、ほかの計画

と違うのではないですか。そのことをお聞きして

いるのです。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 学校給食検討委員会に、たくさ

んの委員の方々お入りいただいて、そこできちん

と意見をいただいておりましたので、もうそれで

十分市民の方の意見をいただいたと考えたとこ

ろです。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） だから、パブリック・

コメント制度の役割としては、２つあると私言っ

ているじゃないですか、今何回も。だから、市民

の皆さんに米沢市の教育委員会の考えをきちん

と公表する、そのことについてはどう思いますか。

検討委員会を開いたからいいのですか。後でホー

ムページにアップしたからいいのですか。そのこ

とをお聞きしたいと思います。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 市民の皆様には、きちんと説明

していくということで計画もしておりますし、こ

れから説明していく予定でいます。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） 堂々巡りになりますか

ら、この辺でやめますけれども、パブリック・コ

メント制度というのは、方針を決定する前に、市

の皆さんに公表する制度です。こういう考えで方

針をつくろうとしていますと、そして御意見をい

ただくという中身です。だとすると、方針が決ま

ってからきちんと説明するのは当然かもしれま

せんけれども、パブリック・コメント制度にのっ

とっていないのではないですかと、そういうふう

にお聞きしていますが、どうですか。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 繰り返しになりますけれども、

市民の代表の方々からきちんと意見をいただい

て、それで策定したものということで御理解いた

だきたいと思います。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 
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○１８番（我妻德雄議員） パブリック・コメント

制度は違いますよね。何人かの人だけに公表する

制度ではなくて、米沢市民全体に公表する制度で

す。そこをしなかったのはどうしてですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 市民の代表である方々の

御意見を十分に頂戴したということで、今回につ

きましては最大限に取り入れさせていただいた

ということで、教育委員会の中で判断をさせてい

ただきました。 

○相田克平議長 我妻德雄議員。 

○１８番（我妻德雄議員） パブリック・コメント

制度というのは、せっかくつくった制度ですから、

米沢市の考えはこういうことをやりたいと思っ

ています、どうでしょうかという、ぜひ御意見を

いただいて、それは市民参加です、行政への市民

参加を行う、様々なことで、そのためにパブリッ

ク・コメント制度というものが出来上がりました。

にもかかわらず、米沢市教育委員会が市民の意見

をきちんと聞く姿勢を見せない、それはいかがな

ものでしょうか。計画ができて、説明をすればい

いのですか。そうではないでしょう、パブリッ

ク・コメント制度から言ったら、こんなふうに考

えていますがどうですか、実際に米沢市の方針な

どについても時々直しています、直したり訂正し

たり。それがパブリック・コメント制度です。

100％行政がいいと思っていても、やはりいろい

ろ意見が出てきたりして、それを取り入れる。そ

ういうことがもちろんあってしかるべきだと思

います、市民の自治への参加ですから。その点ど

う考えますか、今回はパブリック・コメントをし

なかったことについて。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 今後の基本構想や基本計

画の中で、具体的な部分をつくっていくわけです

ので、そこの部分ではいろいろな方からの御意見

を頂戴したいと、そのように考えております。 

○相田克平議長 以上で18番我妻德雄議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時１０分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の観光資源として滑川大滝をどのよ

うに考えているか外２点、15番山田富佐子議員。 

  〔１５番山田富佐子議員登壇〕（拍手） 

○１５番（山田富佐子議員） 皆様、こんにちは。 

  公明クラブ山田富佐子です。本日も、お忙しい

中、傍聴に来ていただきました市民の皆様に深く

感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

  一昨日、東京パラリンピックが閉会いたしまし

たが、パラアスリート選手たちの活躍に、苦難を

乗り越えながら挑む姿に、人間の可能性と多様性

に感動、希望と元気をいただきました。災害級と

も言われている新型コロナウイルス感染拡大の

中、私が今できることから前に進まなければなら

ないと強く感じたところです。 

  ６月末、西日本から東日本に停滞した梅雨前線

により、７月、８月は全国的に広く大雨災害が発

生し、静岡県熱海市をはじめ各地で土砂災害が続

発しました。大雨災害で被災されました皆様に心

よりお見舞いを申し上げます。 

  コロナ禍、自然災害等今も続くこの状況の中、

復旧支援に御尽力されている方々、また、コロナ

禍において昼夜たがわず治療に当たられている

医師、看護師をはじめ命を守るために奮闘されて

いる多くの医療従事者の皆様に心より敬意と感

謝を申し上げます。 

  それでは質問に入らせていただきます。 

  本市の観光資源として滑川大滝をどのように考

えているかについてお伺いいたします。 
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  コロナ感染拡大に伴い、県をまたぐ移動の自粛

や酒の提供の時間制限などが打ち出され、本市の

観光・地域経済活動が低迷となっております。特

に、宿泊事業者・飲食業者への経済的支援策につ

いては、市独自また県と連携し、積極的に方策を

打ち出してきました。 

  ７月には、宿泊事業者緊急支援事業第６弾「行

こうよ米沢！泊まって得旅キャンペーン」事業を

計画しましたが、対象エリアや北関東の感染拡大

により、急遽開始が見合わせとなっています。 

  昨年度、観光拠点の基盤整備と観光推進体制の

構築、誘客促進、地域活性化を図る目的で、西吾

妻山×天元台高原×白布温泉エリアリボーンプ

ロジェクト事業を開始しました。８月には、電動

レンタルサイクルを市内の交通・観光拠点３か所

に配置し、郊外の温泉や施設・店舗など広域な観

光、宿泊や長期滞在につなげ、米沢の魅力に触れ

てもらい、地域経済の活性化を図る取組も開始い

たしました。電動レンタルサイクル事業は、始ま

ってまだ１か月ですが、この２つの事業効果につ

いてお伺いいたします。 

  次に、平成30年６月にも一般質問をしましたが、

滑川大滝の観光についてお伺いします。 

  皆様御存じのとおり、全国の約2,500の滝のうち、

山形県はその１割近い230の滝を有し、滝の数は

日本一です。県は「日本一の滝王国、山形」のホ

ームページを開設し、県内の滝について紹介して

おりますが、滑川大滝は全国滝100選に選ばれ、

東北では「最大級の滝」と紹介されています。も

ともとあった丸木の橋が増水で流され、その後、

営林署で使用していたつり橋を民間に払い下げ、

使用していましたが、老朽化により、ここ数年は

使用不可になっております。３年前、私も滑川大

滝を見たいと思い、議員有志で行きました。川底

まで降り、川の中を渡り、また崖を上り、ようや

く登山道まで行き、登りましたが、体力の限界で、

途中で断念いたしました。 

  現在、第４期米沢市観光振興計画を作成してい

ますが、観光資源として滑川大滝をどのように考

えているのかお伺いいたします。 

  ２、ワクチンの接種記録として「米沢市ワクチ

ン手帳」を作成し、市民へ配布できないかについ

てお伺いいたします。 

  先月27日、新たに21都道府県で緊急事態宣言が

追加されました。県は、第５波の一日も早い収束

と、医療提供体制の崩壊を防ぐため、12日まで感

染拡大防止特別集中期間とし、県内外の移動の自

粛を呼びかけ、対策強化を打ち出しています。現

在、米沢市でもクラスターが発生、感染拡大が深

刻な状況にあります。 

  国立感染症研究所の推計では、全国でウイルス

の９割以上が感染力の強いデルタ株に置き換わ

り、従来型に比べ約２倍の感染力があり、ワクチ

ン未接種の若い世代から50代の感染者が増大、重

症化しています。また、クラスターも複数発生し、

幼児を含めた家庭内感染者が増えています。コロ

ナウイルスを収束させるための一番の切り札は

ワクチン接種ですが、今需要に対し供給が追いつ

かない状況です。現在の接種状況についてお伺い

いたします。 

  ワクチン２回接種後のデータで、高齢者の新規

感染者や重症化が少ないとの発表があり、ワクチ

ン接種の有効性がはっきりしています。しかし、

一旦抗体ができたとしても徐々に減少すること

や、免疫抑制剤の内服者は抗体がつきにくいとの

データもあります。 

  世界に目を向けると、イスラエルは、７月より

免疫不全症の人を対象に３回目接種開始。ドイツ

では、高齢者を対象に９月より開始。また、イギ

リスでも3,200万人を対象に追接種加を開始予定

と報道がありました。 

  日本では、国産新型コロナウイルスワクチンは、

来年後半の実用化を目指し開発中で、その頃には

多くの人が２回接種を終えていると考えられま

す。そのために、免疫が低下した人を対象に「３

回目として使用されることになる」と報道もあり



-154- 

ました。また、９月に入りコロナ変異株、ミュー

株が新たに国内で発見されています。 

  ワクチン接種は、今後２回から３回接種へと回

数が変更になるかもしれません。国は、３回目の

接種についても無料となるよう予算を組んでい

くとの報道や、先週、河野ワクチン接種推進担当

大臣が、交差接種についても検討しているという

発言もありました。２回ファイザー社のワクチン

を接種しても、３回目は他社のワクチンになる可

能性も否定できません。 

  そこで、これからも接種が続く可能性があるこ

とから、ワクチン手帳が必要と考えます。「２回

接種したら終わりだと思っていた。どこにあるか

分からない」「大切に保管しなければならないと

思っていたが、どこにしまったのか分からなくな

った」と接種済証の紛失の声が聞かれています。

ワクチン手帳には、接種済証を貼るページ、接種

後の体調の変化を記録するページ、また、インフ

ルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン予防接種の

記録も記入できることが望ましいと思います。ほ

かのワクチンを接種する場合には、原則として13

日以上の間隔を空けなければなりませんので、接

種日が記録されていることは大変有効だと思い

ます。今後、予防注射の機会が増えることも考え

られ、接種日、副反応などを記録し自己管理でき

る方法が必要と考えました。健康長寿日本一を目

指している本市ですが、この取組は本当に小さな

ことかもしれませんが、しかし市民が感染予防や

健康管理の意識づけの一端を担うことにつなが

るのではないでしょうか。また、接種済証の紛失

を防ぐことにもなると思います。 

  現在、お薬手帳も定着し、かばんに入れやすい

サイズのため、常に持ち歩いている方が増えてお

ります。災害時や避難時も、日頃飲んでいる薬が

分かり大変重要な手帳です。もちろん予防接種注

射時にも、お薬手帳は持参しなければなりません。

お薬手帳は、薬局等で無料でいただけますが、ワ

クチン手帳は市販もされておりますが、できれば

手作りの米沢市ワクチン手帳を作成し、市民に配

布できないかお伺いいたします。 

  ３、通学路の安全対策についてお伺いいたしま

す。 

  私は、平成24年から、時間と体調の可能な範囲

で、松川地区子どもを守る会の一員として朝、立

哨活動を行っていますが、雨の日も暑い夏もそし

て冬も、子供たちの安全な通学のために毎日立哨

されている地域の皆様には本当に感謝の思いで

いっぱいです。 

  公明党は、通学路の安全確保に力を入れてきま

した。1991年から、全国の国会議員・地方議員・

地域の住民４万3,000人が一緒になり取り組んだ

通学路総点検が代表例であり、この草の根運動か

ら国も動き、全国２万4,000の小学校で通学路の

点検実施が毎年行われるようになりました。 

  しかし、その後も登下校中の児童がたびたび交

通事故に巻き込まれ、死傷者が出る悲惨な事故が

発生しております。そして、本年６月、千葉県八

街市の下校中の小学生の列にトラックが衝突し、

５人の子供たちが犠牲になる悲惨な事故が発生

しました。 

  この事故を受け、文部科学省と国土交通省、警

察庁は、全国の公立小学校約１万9,000校の通学

路を対象とした合同点検を行うと発表がありま

した。政府は、今回の危険箇所のチェックポイン

トとして、従来の「道路が狭い」「見通しが悪い」

といった場所に加え、「見通しがよく車の速度が

上がりやすい道路」「大型車の進入が多い箇所」

「保護者や地域住民から改善要請があった場所」

などの指示がありました。 

  教育委員会や学校が主体となり、警察及び道路

管理者と連携し、通学路の合同点検を実施し、実

効性のある交通安全対策が行われるよう通達が

ありました。これを受けて、本市の進捗状況につ

いてお伺いしますが、最初に令和２年度の登下校

中の交通事故発生件数は何件ありましたでしょ

うか。 
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  本市では、例年通学路点検は５月頃に実施して

いますが、危険箇所は何件あったのでしょうか。

また、７月の国の通達を受けて追加で検討された

箇所を含め、現在の進捗状況についてお伺いしま

す。 

  次に、米沢市立病院改築工事に伴い、現在市立

病院患者駐車場の出入口が南側の万里橋から福

田亭前の交差点の県道に面していますが、工事に

伴い、児童生徒の安全な通学路の確保のために変

更などについての検討されたのでしょうか、お伺

いいたします。 

  次に、この県道は一部で極端に道路が狭くなっ

ています。そして、外来患者の車、シャトルバス

の出入口になったために交通量は増え、朝の混雑

時には万里橋近くまで車が渋滞している状況で

す。誘導員の方もいらっしゃいますが、外来患者

の車、シャトルバスのための誘導です。 

  これから冬を迎えますが、万里橋から福田町の

通学路について、冬期間の安全対策をどのように

考えておられるのかについてお伺いいたします。 

  以上、演壇からの質問を終わります。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、１、本市の観光資

源として滑川大滝をどのように考えているかに

ついてお答えいたします。 

  初めに、誘客促進と地域経済の活性化を図るた

め、現在実施しております西吾妻山×天元台高原

×白布温泉リボーンプロジェクトについてであ

りますが、令和２年度に策定いたしましたロード

マップに基づき、広報宣伝プロモーション事業を

はじめとした各種事業への取組を開始している

ところです。今年度は、地元メンバーが主体とな

って立ち上げました公式ウェブサイト等を活用

した広報事業や、温泉街のシンボルとなります湯

車の整備、電動レンタサイクルによるガイドつき

最上川源流体験ツアーなど新たな誘客事業を実

施しております。さらに、これからは施設整備と

しまして雲海テラスの整備も行っていくことと

しております。 

  移動自粛要請等の影響により、温泉旅館等への

入り込み状況については依然として厳しい状況

にありますが、西吾妻山一帯のトレッキングの入

り込み客数は増加しており、今後も関係機関の連

携をより一層図りながら、エリアの魅力を生かし

た効果的な事業を展開していきたいと考えてお

ります。 

  続いて、電動レンタサイクル事業についてであ

りますが、本市への誘客促進のため課題となって

いる二次交通の充実を図る一つの手段として、観

光拠点であります道の駅米沢、ＪＲ米沢駅、上杉

伯爵邸に電動アシスト自転車を配置し、８月１日

から本格稼働しております。まだ稼働して１か月

程度でありますが、利用台数は108台と、多くの

観光客に利用いただいているところであり、好評

を得ているところであります。観光客の市内周遊

をさらに促していくためにも、引き続き十分な感

染症対策を行いながらこの事業を推進し、効果に

つなげていきたいと考えております。 

  次に、観光資源として滑川大滝をどのように考

えているかについてお答えします。 

  滑川大滝は、御意見にありましたとおり「日本

の滝100選」に選ばれている落差80メートル、幅

40メートルを誇る東北最大級の名瀑であり、多種

多様な自然資源を有する東吾妻エリアの中でも

代表的な観光スポットとなっております。 

  コロナ禍におきまして、登山やトレッキングな

どは、３密を回避しながら自然を楽しむアウトド

アレジャーとして注目され、観光需要も高まって

おり、このような中で滑川大滝については、地域

固有の貴重な自然の観光資源であり、今後も本市

への高い誘客効果が期待できるものと認識して

おります。 

  また、吾妻連峰を共有する福島市などの近隣自

治体との連携により、相互の魅力を生かした広域

的な観光圏を形成していく上でも、その核となる
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観光拠点の一つであると捉えております。 

  この７月からは、「磐梯朝日国立公園磐梯吾妻・

猪苗代地域満喫プロジェクト」が開始され、国及

び本市を含む関係自治体が連携し、５か年計画で

国立公園の自然などの魅力を将来世代に引き継

げるように保全しつつ活用して、上質な体験やサ

ービスを提供することにより、利用者を引きつけ

満足させる世界水準のナショナルパークを目指

していくこととなりました。具体的な取組につい

ては、今後地域ブランディングや登山道整備など

のテーマごと部会に分かれ、計画を策定していく

ことになっておりますが、この機会を生かしまし

て、観光資源としての滑川大滝の魅力を最大限に

活用することができるよう、関係機関と連携しな

がら取組を進めてまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

  〔山口恵美子健康福祉部長登壇〕 

○山口恵美子健康福祉部長 私から、２のワクチン

の接種記録として「米沢市ワクチン手帳」を作成

し、市民へ配布できないかについてお答えいたし

ます。 

  初めに、ワクチンの接種状況についてですが、

９月４日現在、12歳以上の１回目の接種率は、全

国平均で51.6％、山形県平均で57.8％、本市平均

で57.1％となっております。２回目の接種につい

ては、全国平均が41.1％、山形県の平均は49％、

本市の平均は52.1％となっております。 

  新型コロナワクチン接種後は、接種を受けた日

付・場所と接種したワクチンの情報が記載された

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証が発

行され、この接種済証を見れば、いつ、どこで、

どのワクチンを接種したのかが分かることにな

っております。また、接種後はワクチン接種の記

録として大切に保管いただくよう御説明してお

ります。 

  ワクチン接種は、新型コロナウイルスのほかに

もインフルエンザワクチンや高齢者肺炎球菌ワ

クチンなどもあり、適正な接種間隔を空けて接種

する必要があります。このことからも、ワクチン

接種履歴を一括管理しておくことが大変重要に

なります。 

  現在普及しているお薬手帳のように、ワクチン

手帳によってワクチンの接種履歴やアレルギー、

副反応の情報を記録・管理することで、自分自身

の健康管理に役立つものと考えております。 

  新型コロナワクチンについては、国において３

回目の接種も検討されています。ワクチン手帳を

利用することにより、接種済証の紛失を防げると

ともに、新型コロナワクチンの接種履歴等を手軽

に管理できる効果があり、また接種者の利便性に

もつながると考えます。このことから、現在ワク

チン手帳については、ワクチン接種のＰＲも兼ね

て、市民の方に配布できるよう準備を進めている

ところです。 

  なお、国ではワクチン接種証明について、マイ

ナンバーカードも活用してスマートフォンへの

搭載の実現に向けた取組の検討が行われるとの

報道もあります。今後、国の動向についても注視

してまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、３、通学路の安全対

策についてお答えいたします。 

  本年６月に起きました、千葉県八街市において

下校中の児童の列にトラックが突っ込み、５名が

死傷する痛ましい事故が発生しましたことは、誠

に残念でなりません。教育委員会としましても、

この事故を教訓に、交通事故の未然防止という観

点を改めて大事にしなければならないと深く感

じたところです。 

  本市においても、学校では児童生徒に交通安全

教室での具体的な場面を想定した指導を行った

り、家庭への声かけをしたりしながら、交通安全

に対する危機意識を高める指導は常に行ってお



-157- 

りますが、児童生徒の交通事故は発生しており、

令和２年度の児童生徒の交通事故は17件、そのう

ち登下校中の事故は10件で、小学生２件、中学生

８件となっております。そのほか７件は、帰宅後

の休日中の事故となっております。教育委員会と

しましては、学校への通知や指導を通しながら、

交通事故に対する注意喚起を今後も継続してま

いります。 

  通学路における合同点検につきましては、平成

24年度より毎年行っております。今年も４月に市

内各小学校に通学路の安全点検及び危険箇所の

報告を依頼し、６月下旬に学校、教育委員会、警

察、道路管理者、交通安全協会による合同点検を

実施いたしました。通学路における危険箇所数は、

37か所挙げられております。対策実施担当別に見

ると、米沢市土木課が17か所、山形県置賜総合支

庁道路計画課が16か所、米沢警察署が６か所とな

っております。 

  議員のお話にもありましたとおり、６月に起き

ました八街市の事故を受け、７月９日には文部科

学省から、通学路における合同点検の実施につい

ての依頼文書が出されました。現在、４月に各学

校からの報告があった危険箇所とは別に、見通し

のよい道路や幹線道路の抜け道になっている道

路など速度が上がりやすい箇所や、大型車の進入

が多い箇所、過去に事故に至らなくてもヒヤリハ

ット事例があった箇所、保護者、見守り活動者、

地域住民等から自治体への改善要請があった箇

所について、通学路における危険箇所の報告を各

学校へ再度依頼しているところでございます。 

  教育委員会としまして、児童生徒の安全確保を

第一に考え、各学校の通学路の危険箇所を把握す

るとともに、これまでと同様に関係各機関と連携

を密にしながら対応してまいります。 

  次に、米沢市立病院の改築工事に伴い、児童生

徒の安全な通学路の確保のために、学校と市立病

院事務局の担当者で６月に話し合い、当該児童へ

の登校指導及び保護者への周知を行いました。ま

た、交通及び通学状況を注視し、教職員による定

期的な立哨指導を行うなどの対応を行っており

ます。 

  教育委員会としましても、通学路状況の把握に

努めるとともに、学校及び関係機関と連携を取り

ながら、当該児童が安全に通学できるよう対応し

てまいります。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

  〔吉田晋平建設部長登壇〕 

○吉田晋平建設部長 私からは、３の通学路の安全

対策についての御質問のうち、冬期間の万里橋か

ら福田町の通学路の安全対策についてお答えい

たします。 

  市内道路における通学路の安全対策については、

先ほど教育委員会から答弁がありました合同点

検の結果を踏まえて、段差の解消や路面標示の改

善により、通行車両の減速を促すなどの対策を講

じてきたところであります。 

  また、冬期間における通学路の安全対策につき

ましては、特に学校周辺を市が排雪する１種路線

に指定し、各地区のコミュニティセンターや本市

のパトロールからの情報提供を基に、登下校時の

道路状況を把握し、日中除雪や排雪を行っている

ところであります。 

  御指摘のありました万里橋から福田町までの県

道でありますが、道路幅員も狭く歩道も設置され

ていないことから、松川堤防沿いにお住まいの南

部小児童４名は、夏場は県道を登校し、冬場は松

川堤防道路を通り市立病院南側市道に迂回して

登校するよう指定されているところであります

が、今冬からは、新病院建設事業に伴いまして市

立病院南側の市道を一部廃止したことから、冬期

間も県道を登下校することになるとのことであ

ります。 

  このため、万里橋から福田町までの県道の除雪

を担当している置賜総合支庁道路計画課へ、登下

校時の南部小の児童の安全確保について、今冬は
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より一層小まめな除雪や排雪回数を増やすなど

の対策を行ってもらえるようお願いしていきた

いと考えております。 

  また、福田町における一般県道板谷米沢停車場

線につきましては、令和５年秋に新市立病院及び

三友堂病院の開院が予定されている中、交通量の

増加と交通渋滞が懸念されることから、本市では

令和４年度米沢市重要事業の新規要望箇所に掲

げ、当該区間の道路拡幅の早期着工について県に

対して要望書を提出しているところであります。 

  市といたしましては、冬期間における通学路の

安全対策につきまして、今後も引き続き学校関係

者や各地区のコミュニティセンターとの連携、パ

トロール実施により、児童の登下校時の安全、安

心な通学路の確保により一層努めてまいりたい

と考えております。 

  私からは以上となります。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） 大変にありがとうご

ざいました。 

  それでは、２回目の質問をさせていただきます。 

  最初に、滑川大滝の観光についてです。平成29

年東北中央自動車道が開通し、無料トンネルとし

ては日本一長いトンネルが完成しました。翌年に

は道の駅米沢がオープンし、この道の駅は山形の

玄関口、県内観光のゲートウエーを担う役割を持

ち、総合観光案内所が中心となって、米沢市内は

もちろん、山形県内への観光、周遊を促す取組を

行っております。 

  また、先ほど来ありましたけれども、先月第４

期米沢市観光振興計画の案が出来上がり、９月よ

りパブリック・コメントの募集を行っています。

市政運営の最上位計画である米沢市のまちづく

り総合計画に基づき、本市の魅力ある観光の振興

のため、観光推進体制の整備や地域資源を活用し

た観光基盤の整備、誘客宣伝活動の推進の取組を

していこうとしておりますが、滑川大滝に至るつ

り橋の整備については、私も以前、質問をさせて

いただきましたが、その後の取組の経過と今後の

方針についてお伺いいたしたいと思います。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 滑川温泉脇のつり橋につきま

しては、長らく滑川大滝への主要な登山道の一部

として使用されてきましたけれども、老朽化が進

みまして、平成26年に地元の宿屋の姥湯温泉、あ

とは滑川温泉、五色温泉の３者の代表者の連名で、

つり橋の移設を求める要望書が市に提出されま

した後、翌平成27年からは危険なため通行止めの

措置を取っておられました。これにより、滑川大

滝へのルートは、姥湯温泉から薬師森を経由し、

滑川温泉方面に向かう登山道により大きく迂回

して行くか、または渇水期になりますけれども、

滑川温泉前の前川を飛び石により渡っていくこ

ととなって、安全確保の面や時間的な面で課題を

抱えておりました。 

  これまで、国や登山道管理者であります山形県

と、代替のつり橋整備などに関する協議を行って

きたところでありますけれども、国立公園内であ

りますので様々な規制があったり、一番は整備に

多額の財政負担を要するなどの課題もありまし

たので、あらゆる可能性を検討しながら、現在ま

で協議を継続して行っている状況にあります。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  次に、このたび滑川温泉の若き店主が、幻の滝

を復活させたい、老朽化したつり橋を修理、登山

道整備をし、絶景を見られるように環境を整えた

いという強い決意の下、クラウドファンディング

500万円に挑戦しております。今朝確認しました

ら、169人、約266万円の支援がありました。残り

23日間ですが、何とか達成させていきたいと思っ

ております。 

  観光課では、庁内各課にクラウドファンディン

グのチラシを配布し、職員にも広くＰＲし、前向

きに取り組んでおられますが、今後どのように支
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援していくのかお伺いしたいと思います。 

  また、米沢がもっとよくなってほしい、米沢を

応援したいという思いからのふるさと応援基金

がありますが、この寄附金の使い道として、９項

目の１つに「交流やつながりを通じた交流人口の

拡大」という項目がありますが、これに該当する

のではないかとも考えます。もちろん財政課との

話合いも必要と思いますが、いかがでしょうか。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 本年６月に、福島屋から、つ

り橋修繕に係る相談をいただいており、そのこと

については、早速国や県とも情報共有を図りなが

ら、市と県で修繕費に対する補助ができないか、

財政面からの検討を進めているところでありま

した。 

  こうした中、福島屋がクラウドファンディング

の手法によりつり橋の修繕等をしようとするプ

ロジェクトを立ち上げられたことから、現在米沢

市観光キャンペーン推進協議会のホームページ

「米沢観光ナビ」というものがありますが、そこ

でＰＲするほか、市が管理するＳＮＳへこのプロ

ジェクト内容も掲載し、広く情報発信をしている

ところです。今後、クラウドファンディングの結

果により、目標額に達しなかった場合について、

自己負担も発生する場合には、県とも協議をしな

がら、何とか支援ができないか検討していきたい

ということで現在協議をしているところであり

ます。 

  次に、ふるさと納税の活用でありますけれども、

御意見のとおり、使い道の一つに「交流やつなが

りを通じた交流人口の拡大」の施策の項目を設け

ております。当然その中で、地域資源を生かした

観光の取組や、体験型交流を通じた継続的なつな

がりの形成であったり、歴史文化の保存継承など

も挙げられておりますので、他の観光施策関連事

業との優先順位、そこは考えていかなければなり

ませんけれども、市としてつり橋修繕に係る支援

について、これを財源として活用することについ

ては十分検討できるかと思っております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。広く発信をしていただき、すごく力強さを感

じたところです。 

  今後の方針の中で、国、県への働きかけについ

ての方針がありましたが、先日テレビを見ており

ましたら、コマーシャルで滑川大滝の勇壮な滝が

映し出されておりました。コロナ禍においても、

関東方面から、また県内から、滑川大滝を見たい

と観光客が訪れているそうですが、現在の状況を

知り、がっかりして帰られるというお話も伺って

おります。 

  県内では、酒田市の玉簾の滝も有名で、ゴール

デンウイークやお盆などにライトアップし、誘客

を行っています。もちろん、滝のある地形の違い

もあるかもしれませんが、この滝は駐車場から徒

歩で行ける場所となっております。できれば、ど

なたでも気軽に歩いて行ける環境の整備、さらに

県、国にも働きかけをまた強くしていただきなが

ら、一日も早く整備を整えていただきたいと強く

思います。 

  それでは、最後になりますが、市長にお伺いい

たします。 

  ３年前の一般質問で、滑川大滝の観光について

市長の考えをお聞きした際、市長は「再度検討し

県と協議していきたい」との返答をいただきまし

た。第４期米沢市観光振興計画の基本理念は、本

市の多彩な観光資源の魅力を発信し続けること

で、より選ばれる観光地米沢として、国内外から

多くの観光客が訪れるとともに、来訪者が満足で

きるおもてなしが充実したまちを目指していく

と記載があります。アフターコロナを見据え、滑

川大滝という貴重な観光資源を磨き、活用してい

かなければならないと思いますが、市長はどのよ

うに今の答弁をお聞きになりながら考えていら

っしゃるのかお伺いしたいと思います。 

○相田克平議長 中川市長。 
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○中川 勝市長 まず、滑川大滝でありますけれど

も、本当に私も何度か登山道から眺めたり、また

滝つぼまで行って上を眺めたりという、登山をし

ていた頃そういった思い出があります。山形県で

は一番の滝だと思いますし、また東北でも有数の

滝だと思っております。ただ、山岳の中にありま

すので、なかなか一般的にあそこまで行くという

ことは容易でなかった。 

  そこで、旅館脇の営林署で使っておったつり橋

が崩壊したということで、県議会議員の皆さんと

何とかこれを新たに、県が管理する登山道として

造っていただけないかというお話をしてきた経

過もございます。そこで、県からはじき出された

金額が約１億円くらいかかるであろうという、そ

ういう金額が出されてきました。そういった中で、

なかなかこの１億円を捻出するということは大

変だったということで今日まで来た経過がござ

います。 

  そして、ようやく今、議員お述べになりました

ように、福島屋の笹木さんがクラウドファンディ

ングで何とか整備したいということで、先ほど産

業部長からも答弁しましたけれども、何とか米沢

市もやはり支援をしていかなければならないだ

ろうと思っておるところであります。 

  また、その全体をもう少し、やはり多くの人た

ちが安全に滑川大滝を、そのクラウドファンディ

ングでつり橋が完成しましたら、行くことができ

る整備について、先ほど産業部長からもお話しし

ました国立公園の中で、磐梯吾妻そして猪苗代地

域の満喫プロジェクトの中で、環境省で言ってい

るのは、やはり登山道の整備というものを一つの

柱として取り組んでおりますので、そこは山形県

の中でこの満喫プロジェクトに入っているのは

米沢市だけです。そういったこともありまして、

特に西吾妻は、先ほどリボーンプロジェクトもあ

りますけれども、東吾妻に関しては何もない、ま

さに自然そのものが残されたエリアということ

で、ここをどのように大事にしていくかというこ

ともありますので、間もなく私も満喫プロジェク

トの副会長ということを仰せつかっております

ので、仙台にある環境省の管理事務所に赴きまし

て、どういう連携、協力できるかということにつ

いて、そこの所長とお話をしてくるという、そう

いう日程にもしておりますので、今後ともそうい

った本当に東北でも有数の滑川大滝について、安

全にやはり見ることができるような環境整備に

いろいろと取り組んでまいりたいと、このように

考えております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） ありがとうございま

す。 

  今、市長そして部長から、本当に心強い支援に

ついてのお話を伺い、少しうれしく思いました。

やはり、私この第４期の観光振興計画を読んだと

きに、この中に、市民や観光関係者が、そして行

政が一体となって米沢市の地域資源を磨き、活用

し、継承していく取組を進めていくことのほか、

既存のスタイルにとらわれない新しい観光の在

り方ということが書いてありました。私、これ画

期的だとすごく思っておりましたが、今市長、部

長のお話を伺って、返答を伺ってすごく感動いた

しました。どうぞ、一歩でも前に進むようによろ

しくお願いしたいと思います。 

  次に、米沢市のワクチン手帳について、ワクチ

ン接種の業務の本当にお忙しい中、前向きに御検

討いただけることに深く感謝申し上げます。前向

きに検討していただけるということなので、まず

期待を申し上げ、これ以上、質問は控えたいと思

います。 

  次に、通学路の安全について。 

  堤防から病院前の交差点の市道が、先ほどもあ

りましたけれども、一部廃止されたため、万里橋

から福田亭前の交差点の県道は、米沢女子短大・

米沢栄養大の学生が寮から大学へ通う通学路に

もなっています。また、高校生の自転車、そして

南部小学校の児童、一中の生徒、そして一般歩行
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者も通行しています。このように混雑していて、

なおかつ狭いこの道路、果たして安全な通学路と

言えるのでしょうか。私は本当に事故が起きてか

らでは遅いと思います。何か通学路についての対

策、先ほど立哨のことであったりパトロールとか

いろいろ話がありましたが、もっと具体的に積極

的な対策とかはないのかお伺いしたいと思いま

す。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 この通学路に関しては、

やはり非常に心配される箇所であります。病院の

工事に伴って、安全な通学路の確保ということで

は、学校それから病院の事務局の担当者などで６

月に話合いを設け、登校指導及び保護者への周知

なども行わせていただいております。現在は、教

員による定期的な立哨なども行っておりますが、

さらに状況の把握に努めるとともに、関係機関と

連絡を取りながら、子供たちが安全に通学できる

ように対策を考えていきたいと、そのように思っ

ております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） 先ほど部長からもお

話がありましたが、令和４年度の重要事業要望書

の中に、福田町の一部区間は交通量が多いにもか

かわらず１車線の狭幅員で、大型車両の東進、東

方向への運行が規制されているなど、通行車両の

擦れ違いに支障を来している状態で、早期着工の

要望が上がっておりますが、本当に私はあの場所

というのは、皆さん本当に見ていただければと思

いますが、雨の日など子供たちは傘を差していま

す。もちろん学生たちも、大学生また高校生も傘

を差してあそこを通るわけです。そうすると、本

当にあの１車線は狭くて、車ももちろんマナーを

守って速度を緩めたりはしていただいておりま

すけれども、本当にこの状態が安全な通学路と言

えるのかと、私ははらはらどきどきでした。 

  先日も聞き取りで申し上げたのですが、ちょう

どあそこの病院の出入口の斜め横にごみ収集所

がありました。そこは、ちょうど道路の側溝のと

ころに立てられているのです。だから、幅が狭く

て扉の間口が大きくなっているのです。そうする

と、たまたま私がそこを見に行ったときには、そ

の近くの方がごみ袋を持ってそこのところに行

かれていました。朝７時半過ぎでした。そのとき

に、もちろん高校生も通行していたときに、ちょ

うどその扉を開けると大きく開くので、道路側に

も扉が行くわけです。そうすると、高校生の自転

車も止まり、また車もちょうど反対側車線を大き

く曲がって迂回していくような、そういう状況で

す。もちろん、その子供たちの通学のときにはご

み収集車は来ないのかもしれませんが、実際問題

そういうこともあるのです。そういう状況をやは

りしっかり見ていただきながら、何とか子供たち

がとにかくあそこの通行がある程度落ち着く間、

朝の時間帯、何とかもう少し見守りの強化という

のができないかどうか、再度お伺いしたいと思い

ます。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 登下校、特に登校時間に

ついては、地域の方々、見守り隊の方々に、本当

に天気の悪い日も御協力をいただきながら子供

たちを見守っていただいている現状に、私も本当

に感謝を申し上げたいと思っております。危険な

場所について、どのような対策が取れるのかとい

うところについて、見守りの増強という部分も含

めまして、さらに学校それから関係者と相談をし

ていきたいと、そのように思っております。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） 先ほども言いました

が、病院の南側の市道が一部廃止されました。今

まで、南部小学校の子供たちは、冬期間はその坂

を通っていたわけです。それが、今回一部廃止に

なったために、夏も冬もあの狭い道路、県道を通

らなければならなくなりました。このような状況

の通学路ですけれども、冬期間において、やはり

地域によって雪の量も違ったりしますが、子供た
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ちが、また通行者の安全確保のために、例えば雪

が降っていなくても、この路面の状況、ざけ雪が

多かったりとか、また路側帯に積み重なったりと

か、そういうことをしっかりパトロールして、歩

行に障害を起こすことのないようにしていただ

きたいと考えますが、ここは県道ですので、やは

り小まめな除雪をお願いすると先ほど部長から

もお話がありましたが、やはりお願いするだけで

はなく、きちんと朝のこの状況のときに、本当に

万里橋まで車が渋滞する状況でございますので、

何とかその冬期間の子供たちの安全のために、き

ちんとその部分のパトロールを、もちろん小まめ

な除雪と排雪も必要ですけれども、きちんと市と

して、土木課としてきちんとパトロールをしてい

ただきたいと思いますが、もう一度答弁お願いい

たします。 

○相田克平議長 吉田建設部長。 

○吉田晋平建設部長 先ほど壇上からも、県に小ま

めな除雪や排雪などの回数を増やすなどという

ところの対策をお願いしていきたいと申し上げ

ましたが、さらに県道でありますので、県でもパ

トロールを強化してもらいたいというところも

お願いしていきたいですし、周辺道路は市道にな

ってございますので、そこのパトロールも市側で

行いますので、そのとき一緒に県道などの状況を

見させていただきながら、市からも悪い状況にな

れば県にしっかりとお願いしてまいりたいと考

えているところであります。 

○相田克平議長 山田富佐子議員。 

○１５番（山田富佐子議員） パトロール、よろし

くお願いいたします。やはり、今年の１月、２月

の大雪のときには、パトロールしていても、やは

りなかなか除雪、排雪が進まなかったというか、

なかなか難しかったというのも、状況も私自身分

かっており、土木課にもお願いして、排雪なども

お願いした経緯がありますので、やはりここは子

供たちが通る通学路というところで、きちんとや

はり、何ぼ雪が多くてもきちんと子供たちの通学

路の確保ができるように体制を、部長しっかり部

下に命じていただいてお願いしたいと思います。 

  以上、私の質問を終わります。 

○相田克平議長 以上で15番山田富佐子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時０５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１５分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、ＳＤＧｓ未来都市に選定されたことを今

後のまちづくりにどう生かすのか、９番髙橋英夫

議員。 

  〔９番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○９番（髙橋英夫議員） 皆さん、こんにちは。 

  日本共産党市議団の髙橋英夫でございます。ま

ずもって、今日はお忙しい中、たくさんの方が傍

聴に駆けつけてくださいまして、誠にありがとう

ございました。 

  今回の私の質問は、６月議会に続きましてＳＤ

Ｇｓを取り上げます。 

  国連気象変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）

は８月９日、ＩＰＣＣ第６次報告書を公表しまし

た。今回の報告書では、科学的根拠が全ての面で

確信度が上がっており、温暖化への人間の影響に

ついて疑う余地がないと言い切り、世界で起きて

いる熱波や大雨などの極端現象について人間活

動の影響が認められると明記しました。 

  グテーレス国連事務総長は、この報告書につい

てこれは人間に対する厳戒警報だと評しました。

また、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥン

ベリさんは、ツイッターでこれまでも何千もの研

究や報告書から既に分かっていたこと、つまり

我々が緊急事態にあるということを確認したも
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のだと発信しました。 

  報告書によると、今すぐ排出を減らせば、気温

上昇は数十年で止まるが、海面上昇や氷河・氷床

の消失は長ければ数千年続くとのこと。今世紀末

の海面上昇は2メートル、2300年には15メートル

を超えることもあり得るとしています。 

  ＩＰＣＣのコー・パレット副議長は、変わって

しまった気候システムの幾つかは元に戻すこと

はできない。ただ、温暖化を抑制することでその

変化を遅らせたり、止めたりすることはできると

言っています。 

  私たちが住む日本でも、近年異常気象が続いて

います。猛暑、台風、水不足、豪雨、洪水、土砂

崩れなど、気候危機に対する取組は待ったなしで

す。 

  加えて、昨年１月以来、新型コロナのパンデミ

ックが猛威を振るい、世界中が新型コロナウイル

スとの闘いに翻弄されています。人類未曽有の気

候危機とコロナパンデミック。これによって人類

は、これまでの人間活動の根本から見直しを迫ら

れているといっても過言ではありません。 

  このような状況の最中、米沢市は昨年10月８日

にはゼロカーボンシティ宣言を行い、今年に入り

４月５日に環境省の地域循環共生圏の、５月21日

には内閣府のＳＤＧｓ未来都市の選定を受けま

した。 

  当市がこの３つの事業に向き合う姿勢を打ち出

したことは大変すばらしい事柄であると考えま

す。しかしながら、向き合うべき相手は地球規模

です。ＳＤＧｓは17のゴール、169のターゲット

があり、あまりにも範囲が広過ぎるように見えま

す。何をなすべきか、どこから着手すべきか、簡

単には答えが出せない難題ばかりですが、ＳＤＧ

ｓの根本の理念を理解しながら、把握しながら一

つ一つ積み上げていくしかありません。 

  では、質問項目に移ります。 

  小項目１は、鷹山型ＳＤＧｓに加え、縄文型Ｓ

ＤＧｓの視点も取り入れてはどうかです。 

  初めに、そもそも鷹山型ＳＤＧｓとはどんなも

のかについて触れます。 

  今年１月10日日曜日の朝のテレビ番組「サンデ

ーモーニング」の「コロナからのメッセージ」と

いうコーナーで、上杉鷹山の感染症対策の話が取

り上げられました。番組では紹介しておりません

が、歴史学者の磯田道史氏の著書「感染症の日本

史」が情報源のようでした。その本から一部抜粋

して紹介します。 

  寛政７年、1795年、米沢藩を痘瘡（天然痘）が

襲いました。初夏、痘瘡流行の兆しがあり、藩士

の家族に罹患者が増えてきた中で、７月６日にま

ず鷹山が出したのは家族に流行病の罹患者がい

ても出勤してよいという命令でした。鷹山の意図

は、行政の機能をストップさせないことにありま

した。登庁禁止をすれば、藩主への感染リスクは

低下しますが、その分役所の仕事も停滞せざるを

得ません。感染症の流行は一種の非常事態です。

しかも飢饉と重なることが多い。そういう状況で

役所が機能不全を起こしたら、困るのは領民たち

です。そこで鷹山は自分にうつしても構わないか

ら役所を動かせと命令したのです。 

  それだけではなく、鷹山は次から次と患者支援

を実行します。 

  まず打ち出したのは、生活が成り立たない者が

いれば申し出なさいという指示でした。鷹山は生

活困窮者の洗い出しから着手したのです。これが

名君たるゆえんです。定額で一斉に早く給付して

人心を安心させる方法も大切ですが、鷹山は、本

当に困っている人に支援を届けようとしました。

続いて１か月後にもまた、痘瘡流行のため、改め

てお手当を出しますと繰り返して流しています。 

  また、家族全員が罹患し、看病する者がいなく

なってしまう事態も想定し、首尾よく回復するよ

うに、常に見回って、隣近所で助け合うようにと

家庭看護の崩壊が起きないように心を砕いてい

ます。 

  さらには、江戸から天然痘専門の医者を呼び寄
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せて、対策チームの指揮を執らせました。医学リ

テラシーの高い米沢藩らしい先進性です。 

  当時、往診の際には、医者にお酒を出す習慣が

あったので、病家や痘瘡人は、衣服を少しも飾ら

なくてよい。酒やさかなを出すのも無用としまし

た。しかも薬礼に及ばず、医者への謝礼も不要と

しました。医療の無料提供です。 

  加えて、こうした施策を進めていることが知ら

れているのはまだ城下町だけで、遠方には伝えら

れていないと、遠隔地域の領民にも目を配ってい

ます。都市と山間部の医療の格差を問題にしたの

です。江戸から来た医者一人では手が回らないの

で「薬剤方」と「禁忌物」に関する心得書を刊行

して、遠方の山間部の人々にまで配布しました。

地元の医者に対しては、上手な医者の指示を受け

て、治療に携わるようにと命じています。情報の

共有などによって、医療格差の是正に取り組んだ

のです。 

  このとき、鷹山は「御国民療治」という言い方

をしています。療治というのは、治療という熟語

を逆さにしたものです。御国民療治という言い方

をしています。国民つまり大切な藩の領民は、必

要な医療を受けなくてはならないという強い意

思に基づいて、次々に手を打ちました。江戸時代

に藩主よりも領民のほうが大事だという意識を

持った為政者がいたのです。これは現代を生きる

私たちが忘れてはならないリーダーの在り方だ

と言えます。 

  「誰一人取り残さない」はＳＤＧｓの取組にお

ける大事なキーワードの一つですが、今紹介しま

した天然痘対策の際の鷹山の施策の数々は、まさ

に「誰一人取り残さない」という鷹山の領民への

愛が根底にあってのものでした。 

  藩財政の立て直し、殖産振興、飢饉・災害対策、

教育、人材養成、医療・福祉の充実と数々の施策

を講じて米沢発展の礎を築いた鷹山の政治は、ま

さにＳＤＧｓそのものだったのではないでしよ

うか。 

  次に、縄文型ＳＤＧｓについて触れます。これ

は、米沢版ＳＤＧｓプラットフォーム「米沢市Ｓ

ＤＧｓ推進協議会」のアドバイザーになられたＢ

ＢＴ大学教授の谷中修吾氏が提唱しているもの

です。谷中修吾氏は2019年から２年間、米沢市ま

ちづくり人財養成講座の講師として関わってく

ださった方で、この間の先生の講座には米沢市民、

市役所職員、市外県外の方々などなどたくさんの

人が受講され、先生の著書である「最強の縄文型

ビジネス」の中身を学んできました。 

  谷中先生は、著書で次のように書いています。

経営の観点から歴史を遡ると、現代のような管理

型経営の原型は、水稲農耕が始まった弥生時代に

見出すことができます。米の収穫量の目標を立て、

その達成に向けて緻密に管理していく手法は、現

代の企業経営そのものです。弥生時代以降、現代

に至るまで、日本の社会には管理型経営のロジッ

クが継承されてきました。ところが、さらに歴史

を遡ると、弥生時代に先立って１万年以上も続い

た縄文時代に、全く別次元のビジネスの在り方を

導き出すヒントが隠されていたのです。ロジカル

には導き出されないビジネスチャンスが生まれ、

競合他社が協力パートナーに変わる。ビジネスが

どんどんクリエーティブになって、完璧なタイミ

ングで次々と商談が広がる……。 

  縄文人の暮らしから導き出される経営モデルを

縄文経営と定義し、そこから展開される縄文型ビ

ジネスでイノベーションを生み出す４つの原則

を体系化しました。それは社会で活躍するイノベ

ーターが実践している共通項でもあります。 

  第１に、事業計画を手放し、ビジネスモデルを

持って直感的に動きます。 

  第２に、他社との競争から脱却し、全てのステ

ークホルダーと協業します。 

  第３に、コンプライアンス偏重を見直し、既成

概念にとらわれず新しい価値を創造します。 

  第４に、リターンへの期待をやめて、御縁とと

もにビジネスを紡ぎます。 
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  その結果、全く新しいビジネスの在り方を体現

し、イノベーターのごとく、瞬く間に社会に大き

なインパクトを与えるようになるのです。 

  要は、これまでの弥生型ビジネスでは行き詰ま

りとなっている現状を打開する上で、縄文型ビジ

ネスの手法を取り入れることでイノベーション

が生まれるということでしょう。 

  ちなみに、イノベーションとは、物事の新機軸、

新しい切り口、新しい捉え方、新しい活用法のこ

とです。 

  縄文型ＳＤＧｓとは、先生の提唱する縄文型ビ

ジネスをＳＤＧｓに落とし込んだものです。ＳＤ

Ｇｓ未来都市に選定された米沢市が、言葉や看板

だけに終わらせず、本物のＳＤＧｓを実践する上

で、担当の政策企画課だけでなく、あらゆる部署

の職員の皆さんが縄文型ＳＤＧｓの手法を共有

することができれば、米沢のＳＤＧｓの取組は大

きく前進するだろうと考えるわけですが、全国の

イノベーターの中でも第一人者である谷中先生

が、縁あってアドバイザーとして米沢に何度も来

られるということは、米沢のＳＤＧｓにとっては

非常に恵まれた実践環境にあると言えます。 

  そして、鷹山型ＳＤＧｓと縄文型ＳＤＧｓを組

み合わせることができるのは世界でただ一つ、米

沢市だけです。米沢市がＳＤＧｓ未来都市に選定

された今、この米沢オンリーワンのＳＤＧｓを構

築し発信することは、米沢のシティープロモーシ

ョンにもつながります。非常に大きなチャンスと

向き合っていると言えるのではないでしょうか。

このことについての受け止めをお伺いします。 

  次に、小項目２の質問に移ります。 

  私は、６月議会において「ＳＤＧｓ推進の観点

から米沢市学校給食基本方針を再検討すべきで

はないか」と質問しました。 

  米沢市学校給食基本方針では、中学校の調理方

式をセンター方式としたが、地産地消、加えて有

機農業の振興という点では、自校方式がより効果

的ではないかという内容でした。 

  この質問に対して、教育長からは「中学校のセ

ンター方式導入は、このたびの学校給食基本方針

を実現していくために、今までの食材の納入につ

いて見直すよい機会であると考えています。現在、

給食食材の調達の多くを市外の業者にお願いし

ている現状がありますので、生産・流通・販売・

納入について、地元米沢の方々にお世話になれる

よう検討を始めたいと考えています。その取組を

通して、今まで以上に地元の生産者の方々や小売

店の方々にも御協力いただけるよう検討してい

きたいと考えております」との答弁をいただきま

した。しかしながら、食材についての納入見直し

の時期が、検討の後、速やかに実施されるのか、

センター方式導入の時期に合わせるのかがはっ

きりしません。納入方法を見直し、地元業者や農

家からの仕入れ割合を増やすタイミングはいつ

なのかお尋ねします。 

  コロナ禍により、地域経済がうまく回っていな

い状況があります。一日でも早く地元の商店や生

産者への切替えを行い、地元の経済の活性化を促

すためにも学校給食の存在を役立てるべきと考

えます。 

  私は、ＳＤＧｓの実践は、たとえ小さくても形

にしていくことが肝腎と考えています。 

  ＳＤＧｓのゴールは、地球規模の大きな目標と

いうイメージを抱く方が多いかもしれません。実

はそれだけではなくて、一つ一つのゴールは目の

前の課題をこつこつと解決していくことの積み

上げの結果達成できるものです。 

  そのような観点から、今回の質問の大項目「Ｓ

ＤＧｓ未来都市に選定されたことを今後のまち

づくりにどう生かしていくべきか」の具体的事例

として「学校給食における地産地消」を取り上げ

させていただきました。 

  壇上からの質問は以上です。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、ＳＤＧｓ未来
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都市に選定されたことを今後のまちづくりにど

う生かすのかのうち、（１）「鷹山型ＳＤＧｓ」

に加え「縄文型ＳＤＧｓ」の視点も取り入れては

どうかについてお答えいたします。 

  ７月に議会にお示しした米沢市ＳＤＧｓ未来都

市計画（案）においては、ＳＤＧｓの先駆けとも

評価され、多くの市民が幼少期から学び、慣れ親

しんできた上杉鷹山公の功績や精神を柱として

掲げ、それらを改めて見詰め直すことで、シビッ

クプライドを醸成しつつ、本市らしいＳＤＧｓの

取組を推進していくこととしております。また、

全国的にも有名な鷹山公を象徴的に取り上げる

ことで、市外の方にも本市のＳＤＧｓの取組に対

する考え方などを知っていただくきっかけとす

る効果もあるものと考えております。 

  御質問にありました谷中修吾先生につきまして

は、議員もお述べになりましたとおり、ビジネ

ス・ブレークスルー大学の教授であり、総務省や

環境省をはじめとする様々な省庁のアドバイザ

ーなどを務めておられます。教育委員会の人財養

成講座の御縁で、本市のＳＤＧｓ推進について御

助言をいただき、現在はＳＤＧｓ推進アドバイザ

ーを務めていただいております。 

  先日は、職員向けのＳＤＧｓ学習会の講師を務

めていただきましたが、その中で自治体や事業者

などＳＤＧｓの主体が、それぞれの活動にＳＤＧ

ｓの17のラベルを貼って自己の活動を正当化す

るだけではなく、取組の根本となる思想哲学を持

って取り組むことが重要であると述べられてお

りました。 

  谷中先生の根本となる思想哲学が、議員お述べ

の縄文型というモデルであり、これは自然との共

存共生という思想哲学の下、「直感的」「協調的」

「創造」「感謝」の行動様式で、ＳＤＧｓの目標

を達成していこうとする考え方だと思っており

ます。 

  本市のＳＤＧｓ未来都市計画においては、鷹山

公の改革とその根本に流れる考え方を軸として

おり、鷹山公の功績だけでなく、その精神に改め

て光を当て、その根本に流れる思想哲学を市民の

方々と共有しながら、ＳＤＧｓ達成に向けた取組

を進めていきたいと考えております。とりわけ、

次代を担う若い世代に対する「人財育成」の観点

から様々な取組を展開していく考えであり、この

ため、本市のＳＤＧｓを推進するための中核機関

である米沢市ＳＤＧｓ推進協議会には、中学校、

高等学校、大学といった教育分野の関係者に多く

参画いただいているところであります。また、市

内の中学校に職員が出向いて鷹山公の取り組ん

だ施策とＳＤＧｓを結びつけた講義なども予定

しているところでございます。 

  こうした鷹山公の精神を受け継ぐ思想哲学は、

谷中先生の縄文型の思想哲学と反するものでは

ございませんので、谷中先生に講師をお願いする

講演会や研修会などを通して、ＳＤＧｓの表面的

な意味を単に知るだけでなくて、その思想哲学を

市民の皆様にも考えていただくきっかけにした

いと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、（２）学校給食にお

ける地産地消の取組の推進についてお答えいた

します。 

  地産地消の推進につきましては、これまでも共

同購入の取組の中で、生産者、青果物市場、納入

業者の協力を得ながら学校給食で効率的に地場

産農産物を購入できるよう取り組んでまいりま

した。今年度は、これまでの対象品目にリンゴを

加え、13品目として取り組んでおります。今後も、

米沢市まちづくり総合計画にもお示しさせてい

ただいているように、令和７年度までには15品目

まで増やすことを目指し、推進を図ってまいりた

いと考えています。 

  ６月議会の際にお答えしましたこの機会に地産

地消を高めたいということにつきましては、中学
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校のセンター方式導入によって食材の調達方法

をどうするかという中でお答えした内容のこと

と認識しております。このたびの学校給食基本方

針を実現するに当たり、中学校ではセンター方式

を導入いたしますが、これは食材の納入について

見直すよい機会であります。現在、給食食材の調

達の多くを市外の業者にお願いしているものを、

できるだけ地元の方々にお世話になれるよう検

討していきたいとお話ししたものです。したがい

まして、６月議会の際にお答えしたこの機会につ

いては中学校統合の時期を指しております。しか

しながら、地産地消につきましては現在も推進す

べく取り組んでいるところであり、先ほども申し

上げました地場産農産物の対象品目の拡大のほ

か、学校においては各教科の学習に加え、学校給

食の生産者や納入業者とのつながりを含めた食

育のさらなる推進に向けて取り組んでまいりた

いと考えています。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） ＳＤＧｓは、2015年から

取組がスタートしました。2016年ぐらいから大変

ブームになりまして、今日皆さんもバッジをつけ

ていますね、多くの方がＳＤＧｓという言葉を知

っていると思います。今回の広報よねざわにＳＤ

Ｇｓの特集が載りました。 

  さて、米沢市民におけるＳＤＧｓの認知度はど

れほどであると認識されていますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 最近テレビや新聞などで

ＳＤＧｓの取組が紹介されていることや、学校の

授業などでも取り入れられていることから、市民

においてもその認知度は高まってきているかと

考えております。ですが、具体的な数値としては

把握していないところでございますので、今後講

演会やプラットフォームの活動などを行ってい

くことによって、さらにＳＤＧｓの認知度を上げ

ていくという取組をしていきたいと考えており

ます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私の手元に富山県の調査

がございます。富山県は、米沢市に先駆けてＳＤ

Ｇｓ未来都市に選定された県でございます。富山

県の調査によると、2019年度では21％、2020年度

では35％、しかし具体的にＳＤＧｓとは何かとい

う認識については、環境のこと、海外のこと、特

に貧困や飢餓についてと捉えられる傾向がある

と書いてございます。 

  そこで、ＳＤＧｓについて市民に語りかけると

すれば、短く説明するとしたら、どんな説明にな

りますか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 ＳＤＧｓに関しては、非

常に幅広い取組ということでございますので、な

かなか一言でというのは難しいところもござい

ますけれども、分かりやすく申し上げるとすれば、

この先の世界が今以上によくなるために、2030年

度までに世界中の人々が協力して解決すべき目

標と言うことができるのではないかと考えてお

ります。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 今回、私ＳＤＧｓを勉強

させてもらいました。特定非営利活動法人アフリ

カ日本協議会の国際保健部門ディレクター稲場

雅紀さんという方の文章なのですけれども、この

方は講演会であちこち行っているそうです。そし

て、どこでもこの先生に対して、ＳＤＧｓについ

て一言で言うと何ですかとか、１分で説明してく

ださいと頼まれることが多かったそうです。この

方はこう言っています。ＳＤＧｓは一言では説明

できませんが、二言なら言えます。まず、ＳＤＧ

ｓは世界から貧困をなくすための目標だという

こと、そして、続かない世界を続く世界に変える

ための目標だという、この二言で言っているそう

です。大事な視点かと思います。特に、世界から

貧困をなくす、今の世界から貧困と格差をなくす
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ということは、今の限界に達してしまった経済の

仕組みといいますか、その仕組みの根本を変えて

いくということになりますから、非常に本質をつ

いた言葉だと思ったところです。 

  次に、新型コロナウイルスが到来する前は、日

本でもＳＤＧｓブームと言われていましたが、現

在はコロナ一色です。しかし、ＳＤＧｓとの関係

でいえば、新型コロナウイルスの登場は幾つかの

意味で、地球の限界や持続可能性と大きな関係が

あると言えます。本市がＳＤＧｓに取り組むこと

は、同時にコロナに強い社会をつくる、そこにつ

ながると私は考えますが、これについてはどのよ

うな認識でしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 先ほども申し上げたとお

り、世界をよりよくしていくという視点だという

観点で見れば、新型コロナウイルス感染症のよう

な疾病に強い社会、そういったものをつくってい

くということも必要な考え方ではないかと思っ

ております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 例えば、今回コロナが流

行しまして、当初はマスクや防護服などの大事な

ものが手に入らないということがありました。医

療がぎりぎりだったり、そういった災害対策、感

染症対策も後手後手だったということを考えま

すと、本当にふだんからそういったものにきちん

と取り組んでいくということが、いざというとき

の災害や感染症に強い社会をつくるということ

につながってくるのかと私も思っているところ

です。 

  次に、今度は教育指導部長にお伺いします。エ

シカル消費という言葉を知っていますか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 深い理解ではないのかも

しれませんが、地域の活性化、雇用などを含めて、

人、社会、環境に配慮した消費行動のことである

というふうに捉えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） では、あわせまして、サ

ステーナブル・ラベル、認証制度です、サステー

ナブル・ラベルというものの存在を認識していま

したか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 持続可能な原材料調達、

環境や社会的な配慮、生物多様性につながる様々

な国際認証ラベルと捉えております。例えば、有

機農業については有機ＪＡＳというラベルがあ

りまして、このラベルがついた商品を消費しても

らうことがＳＤＧｓの視点につながると、そのよ

うに捉えているところです。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） それでは、現在米沢の学

校給食では、こういったサステーナブル・ラベル

などがついた食材の仕入れの実績はあるでしょ

うか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 現在、サステーナブル・

ラベルの食材を意図的に仕入れているというこ

とはございません。ですが、できるだけ現在は地

元のもの、県産、国産といった新鮮で安全な食材

の納入ということには努めております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） では、改めて企画調整部

長にお伺いします。 

  今、ヨーロッパでは消費者が意識的にエシカル

消費を行ってきたことで、市場の在り方や企業活

動に大きな影響を与えてきました。それがエシカ

ルな商品の流通量を増やし、価格を下げて、より

身近なものにするという好循環を生んできまし

た。例えば、イギリスではフェアトレード商品は

どこにでもある身近な存在ですし、デンマークで

はオーガニック野菜が入手しやすい価格で販売

されています。そうした社会では、企業側も持続

可能性を意識しないわけにはいかなくなります。 

  このように、消費者の行動には、投票と同じよ
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うに社会を変える力があるわけです。その力を意

識しながら、よりよいものを主体的に選んでいく

ことが、使う責任を果たすことにつながります。 

  米沢市としてのＳＤＧｓの具体化として、例え

ば市役所で使う購入電力を再生エネルギー由来

の電力に切り替えるであるとか、使用する紙につ

いては、責任ある森林管理のマークであるＦＳＣ

認証のサステーナブル・ラベルのついた紙に切り

替えるというふうに踏み出してはどうでしょう

か。そして、その上でＳＤＧｓと言われても何を

していいか分からないという思いでおられる市

民に、エシカル消費やサステーナブル・ラベルの

ついた商品の購入を呼びかけるという取組を今

後展開してはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 まず、再生可能エネルギ

ーの全面導入につきましては、ゼロカーボンに向

けた取組などを含め、全庁的な検討が必要と考え

ております。 

  また、物品購入に関しましては、現在もグリー

ン購入法に基づいて環境に配慮した製品を購入

する取組などを行っております。エシカル消費と

いっても、いろいろエコの分野とかリサイクル、

あとフェアトレードとか、広く言えば障がい者支

援、地産地消などいろいろな分野がございますの

で、サステーナブル・ラベルなどについて、これ

も様々なものがあるようでございますので、まず

はどのようなものを取り入れることができるの

か、またそれをどのように市民に呼びかけていく

のかということについて検討していきたいと考

えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） ぜひ、再生エネルギー由

来の電力に切り替える、検討するとおっしゃいま

したけれども、ぜひともこれは着手していただき

たいと思います。2030年までにＣＯ２の排出、菅

首相は46％まで減らすと言いましたけれども、大

変大きな課題です。もっと上げなければいけない

ですけれども。ただ、それすら実現するためには、

かなり思い切った取組というのが必要であって、

それができるのはやはり行政だろうと思います

ので、ぜひとも電力の切り替えについては前向き

に検討していただきたいと思いますし、また幾つ

か先ほどグリーン消費の話がありましたけれど

も、先ほども紹介しました責任ある森林管理のマ

ークであるＦＳＣ認証というものも、サステーナ

ブル・ラベルについて言えば、それのラベルのつ

いた紙の価格も、今はほとんど通常の紙と変わら

ないというふうになっているそうですので、ぜひ

検討していただきたいし、またこういった取組が

庁舎全体に広がっていけば、まず市の職員がこの

認識を広げて、そこから家庭に広がり、そして地

域に広がりというふうになっていきますので、ぜ

ひとも前向きに取り組んでいただきたいと思い

ます。 

  では、また改めて教育指導部長にお伺いします。 

  有機農業の件について質問いたします。日本に

おける有機農業の生産量や売上げは、国際的には

かなり低いです。農産物の作付面積の割合では、

日本は0.2％、フランスは6.3％、ドイツは8.2％、

イタリアは15.4％。ということは、日本の農産物

の99.8％は化学肥料、農薬、除草剤などが使用さ

れたものが流通しているということになります。

除草剤に含まれるグリホサートや、殺虫剤に含ま

れるネオニコチノイド系農薬は、子供の発達障が

いやアレルギーとの因果関係が疑われているこ

とから、近年ＥＵ諸国をはじめとする世界各地で

使用禁止の動きが高まっています。 

  一方、日本はというと、2017年には世界の潮流

と逆行してグリホサートの残留基準値を大幅に

緩和するなどと、国産、輸入品いずれについても

安心できない状況です。 

  そこでお伺いします。このような農薬、殺虫剤

の日本での使用実態について御存じだったでし

ょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 
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○山口玲子教育指導部長 日本における農薬、殺虫

剤の使用状況については、大変申し訳ありません

が把握はしておりませんでした。しかしながら、

子供たちにとって安心安全な農作物の提供とい

うのは、保護者にとっても大変関心の高いことだ

と考えております。農作物に対しては、様々な基

準を設けておられると思いますので、その基準に

沿って、子供たちには正しく使用、栽培されたも

のの流通で給食の食材としては使用していると、

そのように認識しております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 今おっしゃられた基準に

ついては、先ほど私申し上げたように、世界では

使用禁止の動きが始まっていると、高まっている

という一方、日本ではグリホサートの残留基準値

を大幅に緩和するというふうな、世界の流れに逆

行しているという事実があるということも、部長

知ってください。 

  さて、グリホサートやネオニコチノイド系農薬

の人体への影響を回避するには、有機農業の食品

を選ぶしかありません。韓国では、有機給食の無

償提供が全国規模で広がっています。台湾やブラ

ジル、フランスでも学校給食に有機食材が提供さ

れるなど、給食の有機化は今や世界的流れになっ

ています。日本でも数は少ないものの、学校給食

の有機化に取り組む自治体は急速に増えていま

す。 

  農水省は、2020年度から有機農産物を学校給食

に導入するための支援を始めました。日本農業新

聞では、「有機農業を推進する国の予算は、今年

度が１億5,000万円で、前年度を５割上回る規模

となった。有機農業による産地づくりと販売先を

確保する市町村と生産者の取組に助成、新たな販

路として学校給食を位置づけた」と報じておりま

す。このような世界的な潮流や日本での最近の動

きを御存じだったでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 今回御質問いただいたこ

とで、そのような流れを改めて認識したところで

ございます。日本におきましても、有機農業をＳ

ＤＧｓへ貢献するものとして推進しようとして

おり、事業の一つである有機農業農産物安定供給

体制構築事業におきましては、オーガニックビジ

ネスの拠点的な産地づくりのため、学校給食への

販路確保に向けた取組への支援についてという

のも学ばせていただきました。そのような動きの

中で、地元有機農産物の生産状況や、それから有

機農産物をどんな形で学校給食に安定的に取り

入れていただけるのかというところにつきまし

ては、関係機関と共にまずはいろいろと学んでま

いりたいと、そのように考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私、３月議会の一般質問

で、千葉県いすみ市での先進的事例を紹介しまし

た。2012年にスタートした地域を挙げての有機農

業への取組の結果、今では有機米の生産者は23名

となり、学校給食の需要の２倍を上回る100トン

を生産、給食以外では地元の直売所、地域外では

オーガニック食材を扱うスーパーや弁当屋、生協

などで販売されています。また、有機野菜の栽培

も行い、ニンジンやタマネギ、ジャガイモなど７

品目を学校給食に使用しています。今では有機農

業のいすみ市として、市そのものの認知度アップ

に貢献しています。 

  また、雑誌「田舎暮らしの本」が選ぶ2020年版

住みたい田舎ベストランキングで、４年連続首都

圏エリア総合１位となるなど、移住希望者の間で

大変な人気となっています。有機農業によるまち

おこしが、移住を考えている子育て世代や若手の

就農希望者などにアピールしているとのことで

す。 

  学校給食に有機農産物が採用されれば、安定し

た売り先が確保されるため、有機農業に転換する

農家が増えて、市場拡大に弾みがつく。さらに、

付加価値の高い有機農産物は、輸入農産物との価

格競争を避けることができるため、先進国で最低
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水準の日本の食料自給率の向上につながるとの

期待もあるとのことです。 

  ＳＤＧｓとしての観点からして、メリットが豊

富な学校給食をてこにしての地域の有機農業の

発展プログラム、いすみ市に学び、米沢でも取り

組んでみてはいかがでしょうか。関係部署のそれ

ぞれの受け止めをお伺いします。 

  では、健康福祉部長にお伺いします。有機農業

に取り組む農家が増え、学校給食食材の多くがオ

ーガニックに切り替わり、地域でも市民が地元産

のオーガニック食品を食べることができるよう

になれば、とてもすばらしいことに思います。健

康長寿日本一を目指している立ち位置から、受け

止めはいかがでしょうか。 

○相田克平議長 山口健康福祉部長。 

○山口恵美子健康福祉部長 健康長寿日本一を目指

す上で、食は大変重要なものです。第３次米沢市

食育推進計画の中でも、安全、安心な食、農産物

及び提供の推進の主な施策事業として、有機農業、

環境保全また農業の推進を掲げております。様々

な事業を通して、有機農業の促進に努めていきた

いと考えているところです。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 次に、産業部長にお伺い

します。 

  ６月議会の一般質問では、学校給食の枠組みを

生かした地域の家族農業、有機農業の発展の可能

性についてどのように考えるかという私の質問

に対して、生産者側から地場産野菜を学校給食に

提供する際の４つのメリットなど、前向きな答弁

をいただきました。今回も同様な質問で恐縮でご

ざいますが、改めてお伺いします。 

  いすみ市の有機農家育成の成功のポイントは、

学校給食と組み合わせることで、農家の有機農業

への切替えのモチベーションが確実に形成され

たことにあります。有機作物を手がけても、市場

がなければ利益になりませんが、給食という出口

があることで安定的な経営が見通せる、安心して

チャレンジできる。このような協調の関係を自治

体と農家が持ったことが、スピーディーな事業結

果となりました。本市も、いすみ市のモデルを踏

襲して取り組んで、有機農家が多数育成されれば、

学校給食における食の安全はもとより、有機の６

次産業化など米沢の農家の農業の活性化につな

がると思うのですが、この方向性についての受け

止めをお聞かせください。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 有機農業を推進する上では、

ただいま御意見にありましたとおり、いすみ市の

ように給食と組み合わせて有機食品を購入でき

る場所や機会を増やしていくということは、確か

に有効な手段だとは思いますが、それとともに、

有機農業が環境に与える負荷が低いとか、そうい

った効果であったり価値、そういうものをもっと

広く周知していくことも、推進していく上では大

事なことではないかと思っております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 次に、企画調整部長にお

伺いします。 

  いすみ市が現在有機農業のまちとして注目され、

移住希望者も増えているということを先ほど紹

介しましたが、本市における人口減少抑制施策と

しても、農家の後継者問題の解決策としても、地

域の環境問題の改善策としても、そしてまさにＳ

ＤＧｓの推進という点でも優れたアプローチで

はないかと考えますが、受け止めはいかがですか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 様々な条件があって成功

しているケースなのかとも思っておりますので、

なお研究させていただきたいと考えてございま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 次に、改めてですが教育

指導部長にお伺いします。 

  学校給食のお米を全て有機米で賄うようになっ

たいすみ市では、食の安全が前進したことに加え、
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農地などの自然環境が改善されて豊かな生態系

が復活しました。このことは、教育環境の前進に

も結びつき、子供たちは田んぼや畑に出向いての

フィールドワークを行ったり、農家の人から直接

有機農業に取り組む生き方などの話を聞いてい

るそうです。食育、環境教育、郷土愛、仕事と生

き方、そしてＳＤＧｓなど、有機農業の現場には

生きた教材があふれています。このことについて

の受け止めをお聞かせください。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 いすみ市の取組、大変す

ばらしいと思って学ばせていただいております。

フィールドワークなど、小学生にとってはやはり

直接の体験というのは非常に有効だと思ってお

ります。また、農家の方からのお話など体験談に

つきましては、小学生はもとよりですが、中学生

にとってもチャレンジウィークなどを通しても、

やはり体験談というのは非常に有効だと思って

おります。有機農業に限らず、このような大人が

真剣に取り組んでいる、そういったお話について

は、やはり大切な学習方法の一つだと捉えて、生

きた教材の大切さを改めて感じております。 

  なお、現在有機農業に取り組む農業者、それか

ら消費者で組織する協議会の取組としては、学校

給食へ有機栽培、米の提供の実現に向けて関係課

と協議を行っており、年度内の提供を目指して検

討はしているところです。それにつきましても、

ＳＤＧｓの視点も含めて、子供たちに有機農業を

知ってもらうよい機会であると捉えております。

その際、有機農業の生産者の方から直接あるいは、

コロナ禍ですので間接的になるかもしれません

が、お話をお聞きできるような、そのような機会

が持てたらということも考えておるところです。

子供たちが、食、健康への関心をさらに高めてい

くということも非常に期待できると考えており

ます。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 食育、食の安全、環境保

全、農業の発展、移住政策、ＳＤＧｓの推進と、

どの点からしてもよいことずくめなのではない

でしょうか。学校給食をてこにした有機農家の育

成事業をぜひとも具現化させていただきたいと

思います。 

  広報よねざわ９月１日号では、持続可能な米沢

のためにＳＤＧｓの輪を広げようという特集が

組まれ、第六中学校の取組が紹介されました。す

ばらしい内容だと思います。小学生、中学生のと

きからＳＤＧｓを学び、自らの生き方の中にＳＤ

Ｇｓを織り込む若者が増えることは、明るい未来

にもつながります。一方で、企業などでは、なん

ちゃってＳＤＧｓなどとやゆされるような事例

もあります。子供たちにＳＤＧｓの本質を伝える

上で、本質的理解を伴わないＳＤＧｓが存在して

いることも教えていく必要があるかと思います。 

  そこで、教育指導部長に改めてお伺いします。

ＳＤＧｓウォッシュという言葉を御存じですか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ＳＤＧｓウォッシュとは、

ＳＤＧｓの本質を理解せず、ＳＤＧｓに取り組ん

でいるふりをする、言わば上辺だけの活動を指す

言葉と捉えております。どんな取組においても、

本質を理解し推進することは重要であると思っ

ております。学校教育におきましても、物事の本

質を理解し合うことで、子供たちにとっての学び

も充実したものになると思っております。そのよ

うな指導の在り方を今後も大切にしていきたい

と考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） コロナの克服にも大切な

目標達成の方法論として、ゴール16とゴール17が

あると考えます。ＳＤＧｓゴールの16の公正なガ

バナンスと、ゴール17のパートナーシップです。

ゴール16は、日本で最もスルーされている目標で

すが、実はＳＤＧｓの１から15の目標をどう達成

するかの方法論を明確に示す極めて重要な目標

です。特に、ターゲット16の６は、透明で説明責
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任を果たす能力の高い公共機関の実現、ターゲッ

ト16の７は、包摂的で参加型の意思決定を示して

います。これらは、16の３、法の支配や公正な司

法へのアクセス、16の５、腐敗防止、17の17、全

てのステークホルダーのパートナーシップとと

もに、ＳＤＧｓを達成するための国及び国際的な

推進体制の在り方を明確に示しています。 

  当市におけるＳＤＧｓ推進体制においても取り

入れるべき方法論であると思いますし、子供たち

にＳＤＧｓの本質を伝える場合、とても重要な要

素であると考えていますが、教育指導部長にお伺

いします。これについての認識をお伺いします。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ゴール16、ゴール17いず

れも大変大切だと思っております。特に、小中学

生においてはパートナーシップという部分で、い

ろいろな人とつながりながら学習や生活を進め

ていくということで、他者との協働という部分で

は力を入れて指導をしているところですので、大

切なものと捉えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） 私は、今のゴール16の関

係で、この間学校給食の問題をめぐって様々議会

と教育委員会でやり取りがありました。この間の

ことを振り返ってみた場合に、先ほどパブリッ

ク・コメントの話が出ましたけれども、一方で私

たち議会との関係ではどうだったかと振り返っ

てみたときに、一つ決定的にこれがなかったので

はないかと思ったのは、検討委員会の設置、それ

からそれが終わった後からその検討をして基本

方針をつくる、決定する、調製する、そして今回

上程されるような基本構想や基本方針といった

ものの予算化に入るという流れが、私たち議会に

対して説明がなかったと思うのです、ロードマッ

プといいますか。この時期にこういう会議をして、

この時期に議会に説明をして意見を伺ってとい

うふうにあらかじめロードマップが示されてい

れば、私たちはもっと安心して議論に参加するこ

とができたのではないか。そういう意味で、この

ゴール16にある公正なガバナンスという意味で、

若干私は取組が弱かったのではないかと思いま

すが、いかがですか、この点は。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 今御指摘のありました学

校給食基本方針を決めるまでの流れというとこ

ろにつきまして、こちらでの説明について、どこ

までされていたのか大変申し訳ありません、私の

ほうで十分な承知をしておらなかったところな

のですが、都度都度必要な部分の説明はさせてい

ただいていると、そのように認識しております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） いや、説明がなかったと

いう意味ではなくて、当初こういうふうにこの問

題、事業が進んでいくのだというロードマップが

なかったということです。そして、この時期とこ

の時期に議会に説明して、議会からの意見を酌み

上げるのだという、そういったスケジュールとい

うのが全く分からない中で進んできたのではな

いかと私は思ったわけです。 

  では、教育管理部長にも同じような質問であれ

ですけれども、そういう途中途中の、市政協議会

とか会議があったわけですけれども、議会からの

意見をいつのタイミングでどういうふうに酌み

上げようとしていたでしょうか、この問題につい

て。検討委員会が結論を出しました、そして２か

月後には基本方針が出ましたという変遷をたど

ったわけですけれども、途中議会からの意見を十

分に酌み上げるというタイミングというものを

どのように考えていましたか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 初めて議会側に学校給食

の基本方針をお示ししたのは、案としては４月30

日の市政協議会だったと思います。その後、５月

21日に再び市政協議会を開催させていただきま

して、その後、この２回説明させていただいた上

で、５月27日に教育委員会において議決を頂戴し



-174- 

たという流れだというふうに思っております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） ですから、それは説明な

のですね。なかなか議会とキャッチボールをする

という機会がなかったと思います、私は。そして、

たしか５月21日だと思いますが、議員から試算、

例えばセンター方式の場合と自校方式の場合を

シミュレーションして数字を示してほしいとい

う要望があったはずです。それに対して、精査し

て報告しますという話があったのですが、いまだ

にそれはありません。だけれど、考えてみますと、

出そうと思えば３月24日の教育委員会協議会の

資料が、もう既にあったわけですから、その中に

あった数字を示すことができたはずです。こうい

うものがあるということを報告もなしに、そして

いまだにありません。そして、今回情報公開で私

たちが入手した米沢市教育委員会協議会の３月

24日のこの報告、これを見て、ようやく昨日高橋

壽議員が言ったような数字ということに至るわ

けですけれども、いまだにないですよ、数字、つ

まりそのときに求めた数字の報告というのが。こ

れはどうなのですか、これは透明性、説明責任と

いうそのＳＤＧｓのゴール16の観点からすると、

弱くないですか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 これまでも当然させてい

ただいておったと思いますが、３月24日付の教育

委員会検討資料に掲載しておりますランニング

コスト、そしてイニシャルコストにつきましては、

事業全体のあるいは３方式それぞれのおおよそ

の規模感、事業の大きさ、金額、そういったもの

をつかむために、現在の調理の実績あるいは一部

事業者からの見積り等を頂戴しながら、大まかな

本当に粗い計算でもって積算したものでござい

ます。したがいまして、精緻な数字を積み上げて

出した数字ではありませんでしたので、議員の皆

様にお示しするようなものではないということ

から、これまで議員の皆様にはお示しをしてこな

かったと。市政協議会の中で、議員の皆様からコ

スト計算を早急にというふうな御要請と申しま

すかお話を頂戴しましたので、これにつきまして

できるだけ早く、精緻な数字を積み上げて議会に

お示ししたいというふうに、そのときは答弁させ

ていただいたと考えております。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） しかしながら、もう既に

基本方針というのは決まってしまったという現

状です。つまり、議会に何か意見を求めようと思

ったら、私たちが判断材料となるそういった試算

資料、そういったものがなければ正しい判断がで

きないと思うのです。それを、私たちはたまたま

情報公開で求めたので、３月段階の数字は入手し

ましたけれども、求めに対して出しますといった

数字はいまだに出ていない。こういう状態という

のは議会軽視と言えませんか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 やはり、精緻ないわゆる

正確な、議会の皆様に対してその判断をいただく

ような数字に関しましては、やはり教育委員会も

含めた庁舎内の人材の中ではなかなか難しいと

いうふうな判断から、このたび基本構想、基本計

画について予算を何とかつけていただきまして

業務を発注し、その中で数字を積み上げ事業を進

めてまいりたいと考えておったものでございま

す。 

○相田克平議長 髙橋英夫議員。 

○９番（髙橋英夫議員） もう時間がないので、最

後にまとめてお話ししますけれども、いろいろで

きない理由をたくさん私たち聞かされました。中

学校敷地への配置が困難だと。だけれども、２階

建ての可能性など検討の余地はまだまだあった

のではないか。教育委員会の事務方のみならず、

専門家の力も借りて検討すべきだった、あるいは

できるのではないのか。昨日、高橋壽議員からあ

ったように、15年間で15億円以上もの負担増の可

能性があるのに、これはこのまま方針化するとい
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うわけにいかないと思っています。ＳＤＧｓの推

進からしても、自校方式はいいことずくめだけで

す。パブコメなどで市民に対しても、議会に対し

ても資料を提示し、改めての議論の場をつくるこ

とを求めたいと思います。 

  以上です。 

○相田克平議長 以上で９番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１５分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時２４分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、あらかじめお諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○相田克平議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、ジェンダー平等を実現するためには外２

点、４番古山悠生議員。 

  〔４番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○４番（古山悠生議員） 至誠会の古山です。 

  まずは、本日はお忙しい中、傍聴に来ていただ

き誠にありがとうございます。心から御礼を申し

上げます。本定例会の一般質問も、私でラストバ

ッターとなりましたが、今しばらくお付き合いい

ただきたいと思います。 

  さて、１年間延期された東京オリンピックが７

月に、８月にはパラリンピックが開幕し、先日ま

で熱戦が繰り広げられました。新型コロナウイル

ス感染症の影響により、開催には否定的な声も多

く、ほとんどの競技が無観客となるなど波乱の開

幕となりましたが、いざ開幕すれば、世界最高峰

のアスリートが競い合うスポーツの祭典に日本

中が熱狂し、心躍らせ胸を熱くされた方も多かっ

たのではないでしょうか。 

  一方で、今回のオリンピックは開幕前から、大

会組織委員会会長の女性蔑視発言や楽曲担当者

の過去の障がい者へのいじめ告白、開催してから

は表敬訪問を受けた市長が選手の金メダルをか

むといった様々な物議を生んだ大会でもありま

した。また、日の丸を背負う選手には日本以外を

出自とする選手が増え、多く活躍する一方で、選

手に対する差別的な発言やＳＮＳへの投稿など

も問題視され、改めて多様性の尊重、ジェンダー

の平等について考える機会となりました。 

  特に、「ジェンダー平等を実現しよう」はＳＤ

Ｇｓの17の目標の一つとして掲げられ、様々な取

組がなされていますが、ジェンダーギャップ、い

わゆる男女の格差を単なる社会問題とせず、人口

減少の最大の要因とし、ジェンダーの不平等に向

き合い、地域の在り方を変えようと取り組んでい

る自治体があります。それが兵庫県豊岡市です。 

  豊岡市では、地元を離れた子供たちが、就職や

結婚を機に故郷のまちに帰ってきてくれたかど

うかを表す指標として、10歳から19歳の転出超過

数に対する20歳から29歳の転入超過数の比率を

若者回復率とし、市独自で定義づけました。この

2010年から2015年の若者回復率を見ると、全体で

は39.5％ながらも、男性が52.2％に対し女性が

26.7％と、男性は半分以上が地元に帰ってくるも

のの、女性は４人に１人しか帰ってきていないこ

とが分かります。さらに、転出した女性や住民に

ヒアリングを行い、「地元には女性が活躍できる

仕事がなさそう」「地域活動の中心は男性ばかり」

などの女性の声から、地域に残るジェンダーギャ

ップが女性の生きづらさ・息苦しさにつながって

いるのではないかと考え、市役所や地元企業が一
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体となり、女性が働きやすく、暮らしやすい職場

環境や地域づくりを行っています。女性活躍や男

女共同参画を掲げる自治体は多くありますが、豊

岡市では、家庭や職場・地域社会での男女間の格

差の根底にあるのがジェンダーの問題であると

認識し、人々の意識や社会に深く内面化、構造化

したジェンダー不平等を解消しようと試み、全国

から注目を集めています。 

  本市は学園都市であることから、対象の年代で

の学生の移動が多く、20歳から29歳で転出超過と

なるため、豊岡市のように若者回復率で比較する

ことは難しいのですが、米沢市で生まれた女性の

多くが高校卒業後に市外に転出し、その多くが戻

ってこないのが実情です。地方都市の人口減少を

解決する特効薬はないと言われていますが、ジェ

ンダー平等を実現することが解決に向けての糸

口になる可能性があります。そこでお伺いいたし

ます。 

  １、本市では、ジェンダー平等の実現に向けて

どのような施策を行っているのか、またその効果

についてはどのように分析、認識しているのかお

伺いいたします。 

  ２、ジェンダー平等を実現するためには、家庭

環境や教育が重要だと考えますが、小中学校では

どのようにジェンダー平等教育に取り組んでい

るのかお伺いいたします。 

  続いて、大項目２、食農教育についてお伺いい

たします。 

  食農教育とは、一般的な食育に加え、それを支

える農業や地域、自然との関わりにも注目し、私

たちの食を支える様々な形の農業活動を知り、体

験することで、これらが担う価値を学ぶことを言

います。食農教育によって、食と農への関心を高

めるだけでなく、食と農業に携わる人々に感謝し、

直接土に触れ、種をまき、作物を育て、収穫し、

食べるという一連の流れを体験することで、教室

の中では学べないことを学べると考えますが、本

市の小中学校では食農教育についてどのような

取組がなされているでしょうか、お伺いいたしま

す。 

  続いての質問です。農林水産省は、今年５月に

農業の生産力向上と持続性の両立の実現を目指

す「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050

年までに農林水産業のＣＯ２ゼロエミッション化

の実現や、耕地面積に占める有機農業の取組面積

を25％、100万ヘクタールに拡大することなどの

目標を掲げました。ＳＤＧｓや環境を重視する国

内外の動きが加速していく中、持続可能な食料シ

ステムを構築することが急務となっていますが、

平成30年の有機農業の耕作面積は全体の0.5％に

しかすぎません。 

  この目標を達成するには、農作業の生産性・安

全性を高めるための技術開発や生産基盤の強化

が求められますが、同時に消費者の意識を醸成す

るための消費者と生産者の相互理解の促進が必

要不可欠となってきます。そこで重要になってく

るのが食農教育です。先ほど髙橋英夫議員から同

様の質問がありましたが、私からは学校給食に有

機栽培米を提供することと併せて、実際に有機農

業に取り組んでいる方の話を聞く機会を設ける

ことができないのか、お伺いいたします。 

  以前にも話をしましたが、私の父は30年以上前

から有機農業に取り組んできました。当時は有機

農業という言葉すら一般的でない時代でしたの

で、周りからは変わり者と言われていましたが、

その原点は私たち子供に安全でおいしいものを

食べさせたいという思いがあったのだと思いま

す。また、有機農業は慣行栽培よりも多くの労力

やコストがかかります。有機栽培米を給食で食べ

て、ただ「おいしい」で終わるのではなく、生産

者の思いや苦労を学ぶ機会をつくることが重要

であると考えますが、本市の考えをお伺いいたし

ます。 

  続いての質問です。本市には、豆もやしや雪菜

など伝統野菜と呼ばれる作物が多くあります。中

でも雪菜は、上杉鷹山が冬場の生野菜を確保する
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ために奨励したと言われ、市内でも上長井地区だ

けで栽培され、雪の中で育つ、全国的に見ても珍

しい野菜です。上杉鷹山は、ほかにも大根は東の

梓山に、カブは西山に、秋カブは遠山に作るよう

に勧めたと言われていますが、先人たちが米沢の

気候や土壌に合わせ、試行錯誤し、後世につない

できた伝統野菜自体が生きた教材と言えます。 

  しかし、現在では生産者が限られていることか

ら、その伝承が難しくなってきています。そこで、

この伝統野菜をいかに受け継いでいくと考えて

おられるのか、お伺いいたします。 

  最後に、大項目３、米沢市児童会館の今後につ

いてお伺いいたします。 

  児童会館は、児童が日常生活の中で社会性・自

主性及び創造性を育み、主体的な自己開発に資す

るための教育・文化施設として昭和58年に建設さ

れました。多目的ルームやクラブ室のほかにもプ

ラネタリウムや図書コーナーがあり、幼児から中

学生までとその保護者が自由に来館し、遊び、学

べる施設となっています。特に、プラネタリウム

は県内でも５か所しかなく、置賜では唯一の施設

となっており、市民から親しまれていますが、築

37年が経過したことで、施設の老朽化や駐車場が

狭隘であることから不便さをこれまでも議会や

市民から指摘されてきました。 

  米沢市公共施設等総合管理計画では維持するこ

とが示されていますが、平成28年度に図書館を含

む文化複合施設ナセＢＡが開館し、屋内遊戯施設

の建設計画が令和５年度の開館を目指し進めら

れており、それらの機能が児童会館と重複するた

め、今後の存在意義が問われるのではないかと考

えます。そこでお伺いいたします。 

  １、近年の児童会館の来館者数及び利用者数を

お知らせください。 

  ２、今後の児童会館の在り方についてどのよう

に考えておられるのか、本市の考えをお伺いいた

します。 

  私からの質問は以上です。御答弁よろしくお願

いいたします。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

  〔遠藤直樹企画調整部長登壇〕 

○遠藤直樹企画調整部長 私からは、１、ジェンダ

ー平等を実現するためにはのうち、（１）ジェン

ダー平等の実現に向けた本市の取組についてお

答えいたします。 

  ジェンダーとは、生物学的な性別に対して社会

的・文化的な役割の違いによって形成された性別

のことであり、例えば料理は女性がやるものとい

った先入観からジェンダーの不平等が生まれる

とされております。大人になっても、外で自由に

仕事をすることは許されず、家事や育児に専念す

るしかない、家庭の中で暴力を振るわれるなど差

別に苦しむ女性が依然として残っていると言わ

れていることからも、ＳＤＧｓが目指す「ジェン

ダー平等を実現しよう」とは、本市にとっても重

要な目標であると認識しております。 

  まず、男性も女性も社会的に平等であるために

は、女性の就労機会の拡大が重要であり、女性の

職業生活における活躍を推進することで、豊かで

活力のある社会の実現が図られることから、ワー

ク・ライフ・バランスの実現に際して女性本人の

意思が尊重されるべきことに留意し、これを推進

していく必要があると考えております。 

  具体的な取組としましては、市内事業所などに

対して、関係法令のほか、ハローワークや県が実

施している女性の就労機会の拡大につながる支

援制度、補助事業などの周知・啓発を行っている

ところでございます。 

  また、今年度の本市の取組としては、創業に興

味を持つ女性が創業全般に係る基礎知識を習得

し、本格的創業に向けた機運を醸成することを目

的とした「得意なことでおうち起業 よねざわ女

子応援セミナー」を７月に開催し、16名の方が参

加されました。自らも起業経験を持ち、東北各地

で産業コーディネート、創業支援に携わっておら

れる講師による講演やパネルディスカッション、
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テーブルセッションを行いましたが、参加者は既

に自分の事業計画を持って参加されている方が

多く、参加者同士の横のつながりも生まれたよう

だとお聞きしております。 

  次に、審議会等への女性参画の向上に取り組ん

でおります。地域課題が多様化する中、女性がよ

り多く審議会等に参加することで、男女が社会の

対等な構成員として政策・方針の決定過程に携わ

ることが可能となり、女性の意見が社会に反映さ

れやすくなることで、男女共同参画社会のあるべ

き姿へとつながっていく効果があると考えてお

ります。本市の審議会等における女性の登用状況

は、令和２年度の実績では、委員総数762人のう

ち女性は200人で、割合は26.2％となっておりま

す。本市の男女共同参画基本計画での目標は、令

和３年度までに35％にすることであり、大分乖離

がある状況ではございますが、一層の努力が必要

と考えてございます。 

  このほかにも、市内の高校に保健師が訪問する

出前講座「赤ちゃんと遊ぼう」を開催し、男子生

徒が赤ちゃんとの触れ合う機会を通して、子育て

は男女が協力して担うという意識の醸成を図る

などの取組も行っているところでございます。 

  これらの取組につきましては、市長を本部長と

し、部長級職員が委員となって組織する米沢市男

女共同参画推進本部により、毎年事業計画や実施

状況などを確認・指導するなど進捗管理を行って

おります。今後も全庁的に検証を続けながら、ジ

ェンダー平等の実現に向けて取り組んでいきた

いと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

  〔土屋 宏教育長登壇〕 

○土屋 宏教育長 私からは、１のジェンダー平等

を実現するためにはのうち（２）ジェンダー平等

教育の現状は、２の食農教育のうち（１）食農教

育の実施状況は、３の米沢市児童会館の今後につ

いてをお答えいたします。 

  初めに、１の（２）ジェンダー平等教育の現状

についてですが、児童生徒が、性別にかかわらず

自己の持つ個性や能力を発揮できる社会の中で

生き生きと輝いて生活するためには、ジェンダー

ギャップの解消が大切だと捉えております。 

  学校教育の根底には、性別にかかわらず、世界

でたった一人のかけがえのない存在である自分

に誇りや自信を持ち、自身の生き方や考え方、自

己を肯定する自尊感情を育むことを重視して教

育を行う考えがあります。 

  また、学習指導要領においては、獲得した知識・

技能を活用し、主体的に課題を解決していく力、

言い換えれば、これからの時代を生き抜く力を支

える資質・能力の育成が掲げられています。小中

学校では、自分を大切にすること、性差を知るこ

と、違いを受け入れること、互いに協力すること

などについて指導しています。このような教育活

動を通して、男として、女だからではなく、一人

の人間として自他を尊重する態度を育てること

が、ジェンダーギャップの解消につながっていく

と考えています。 

  具体的な学習内容について申し上げますと、ま

ずは小中学校の保健の学習の中で、自他の性につ

いて正しく理解し、異性を尊重することなどを学

んでいます。特別の教科道徳においても、異性の

理解について学びます。また、中学校社会科の公

民分野では、「共生社会を目指して」の項で、男

女とも育児休業を取るなど、全ての人が育児と仕

事を両立しやすい環境を整えることが大切であ

ることを学習します。本市で使用している教科書

には、岐阜県が発行する父子手帳と呼ばれるパン

フレットの写真も掲載されています。 

  また、市内の中学校の中には、ＳＤＧｓの取組

について生徒会挙げて推進しており、昼の放送時

にその日の新聞記事から男女平等について書か

れているものを選んで、担当の生徒が読み上げて

いるという事例もございます。 

  今後も、児童生徒同士が自らを大切にし、他者
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を尊重し、性別にかかわらず多様な生き方や考え

方を認め合うことができるように、児童生徒一人

一人に寄り添った指導を継続してまいります。 

  次に、２の食農教育についてのうち、（１）学

校における食農教育の取組についてお答えいた

します。 

  現在、各小中学校では、第３次食育推進計画に

ありますように、命の大切さを学び、自分で食を

選択できる力をつけ、健全な食生活を実践するこ

とができるよう、食育基本法にのっとり、学校給

食における食育、教科等における食育、学校行事

等と連携した食育などが行われております。 

  食育の中心となる学校給食では、栄養教諭を中

心とした食や栄養に関する指導のほか、給食献立

作成委員会が作成した給食一口メモを活用して、

旬の食べ物、米沢の伝統食・行事食、地元の食材

などを紹介したり、給食記念週間の際に、生産

者・納入業者等に対し子供たちが感謝の気持ちを

表す機会を設けたりして、食と農業を結びつける

学習を行っております。 

  また、それぞれの地域や学校の特色を生かした

農業体験学習や、教科等や学校行事における食育

にも取り組んでおります。小学校では、社会科の

学習で、社会科副読本「わたしたちの米沢」にあ

ります「きょう土を開いた人」の単元の中で、上

杉鷹山公が奨励したものとして米沢鯉やうこぎ

が取り上げられており、それらが現在も郷土食・

伝統食として根づいていることを学習しており

ます。主に５年生では、農業の学習において食糧

生産の大切さや農家の方々の工夫や努力につい

て学んでおります。 

  また、小中学校において、理科や家庭科、技術・

家庭科等の学習として、雪菜、里芋、ジャガイモ、

ミニトマト、ナス、エダマメなど様々な作物の栽

培に取り組んでおります。学校給食に、子供たち

が育てた野菜の一部を使用する取組を行ってい

る学校もあります。中学校では、自らが栽培した

野菜を保護者と連携し、保護者と共に家庭で調理

するという取組を行っているところもあります。 

  学校田を持っている学校では、社会科や総合的

な学習の時間、家庭科等を合科的な扱いとし、田

植から稲刈り、収穫したお米を食べる収穫祭まで

を行い、食と農に関して学んでおります。また、

米沢の味ＡＢＣに関するところを訪問し、地元食

材にじかに触れることで学びを深める活動や、地

域の方を招いて活動のお手伝いをお願いしたり、

具体的な栽培方法について指導を受けたり、生産

者としての考えをお聞きしたりする活動を行う

など、地域と連携しながら取り組んでいる学校も

あります。 

  今後も、食農教育や食育について、地域や保護

者と連携し、より理解が深まるよう工夫した取組

を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、３の米沢市児童会館の今後についての御

質問にお答えいたします。 

  初めに、（１）施設の利用状況はどのようにな

っているかについてでありますが、入館者数は、

プラネタリウムをリニューアルオープンした平

成27年度の８万1,947人をピークに、少子化の影

響などにより、ここ数年の入館者数はやや減少傾

向で、平成30年度は７万人台、令和元年度は６万

人台となっており、新型コロナウイルス感染拡大

防止のため休館や利用人数、利用時間の制限を設

けた令和２年度はさらに大きく減少し、４万人台

となりました。また、令和３年度においては、休

館や利用制限は行っていないものの、７月末現在

の入館者数は、令和元年度と比較すると８割程度

となっております。 

  児童会館では、市民ニーズの把握に努めながら、

小中学生を対象とした講座やイベントを数多く

実施しておりますが、新型コロナウイルス感染症

の影響から、今後も入館者数の下げ止まりは続く

ものと考えており、まずは新型コロナウイルス感

染症の感染予防、感染拡大防止を徹底するととも

に、置賜地区唯一のプラネタリウム施設という特

徴を生かしつつ、運営委員会委員の御意見や御助
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言を参考に魅力ある事業の創出や広報に努め、施

設の利用拡大を図ってまいりたいと考えており

ます。 

  次に、（２）施設の今後の在り方についてであ

りますが、公共施設等総合管理計画個別施設計画

において、児童会館は大規模な改修は行わず、こ

のまま持続する方針としております。しかし、施

設を取り巻く状況については課題も存在し、今後

整備予定の屋内遊戯施設との機能分担もその一

つであると考えております。 

  屋内遊戯施設については、基本理念を「子供た

ちが伸び伸びと身体を動かすことのできる施設」

とする方針であり、遊具での体を使った遊びが中

心となると考えられます。 

  一方、児童会館については、米沢市教育振興計

画の中で、青少年教育・家庭教育の推進を図る中

核施設として、子供たちの「様々な体験活動やキ

ャリア教育を推進するとともに、これからの時代

に必要とされる能力の育成を支援する」としてお

り、主な取組を「児童を対象に各種講座やクラブ

活動、プラネタリウム、季節の行事等を実施し、

児童の自主性、社会性・創造性などを育むととも

に、地域文化の伝承に取り組む」としているとこ

ろです。 

  このように、児童会館は「児童が日常生活の中

で社会性、自主性及び創造性を育み、主体的な自

己開発の実現に資するための教育・文化施設」で

ありますので、プラネタリウム投映をはじめ教育

的な事業を学校や図書館、博物館と連携して展開

することにより、屋内遊戯施設との差別化を図る

ことができるものと考えております。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

  〔安部晃市産業部長登壇〕 

○安部晃市産業部長 私からは、２、食農教育につ

いてお答えいたします。 

  初めに、（１）食農教育における産業部の取組

についてでありますが、食を支える農業や地域、

自然との関わりにも注目し、様々な形の農業活動

を知り体験していただくことは、食と農の目には

見えない強いつながりを学ぶことにも通じ、非常

に重要なことだと考えております。このような認

識の下、産業部で取り組んでいるものとしまして

は、田んぼアート米づくり体験事業と市民農園事

業がございます。 

  まず、田んぼアート米づくり体験事業につきま

しては、田植体験と稲刈り体験に市内外より子供

から大人までの多数の方に参加をいただいてお

り、特に地元の小学校であります三沢東部小学校

の児童の皆さんには、授業の一環として参加いた

だき、米作りを通して食を支えている農業に関し

ての知識や体験を、楽しみながら学んでいただい

ております。 

  また、市民農園事業につきましては、農園を市

内３か所に開設し、市民の皆様に御利用いただい

ております。自ら種をまき、育てた作物を収穫し

て食べるという一連の流れを体験していただく

ことで農業を知ってもらい、農業に対する理解を

深め、食べ物を大切にするという意識の醸成に寄

与しているものと思っております。 

  今後の事業展開としては、親子で野菜などを育

て、収穫するような市民農園の利用方法について

も検討していきたいと考えております。 

  次に、（２）の学校給食で有機栽培米を提供で

きないかについてですが、現在、有機農業に取り

組む農業者と消費者の方で組織する米沢地域農

業推進協議会の取組として、学校給食への有機栽

培米の提供の実現に向けて教育委員会と話合い

を行っているところであります。 

  本市における有機栽培米の作付面積は約10ヘク

タールであることから、生産量の問題もあります

ので、学校給食としてどのぐらいの量が提供でき

るのかなど、様々な課題をクリアする必要はあり

ますが、今年度内に提供できるよう現在検討して

いるところであります。 

  次に、有機農業の取組について農家から話を聞
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く機会を設けられないかについてでありますが、

米沢地域有機農業推進協議会の中で、ただ有機米

を食べてもらうだけではなく、生産者が学校に出

向いて児童生徒に米作りや有機農業の話をして

はどうかなどの意見も出ております。生産者に児

童生徒の顔が見え、児童生徒も生産者の顔が見え

る、そこに相互信頼が生まれることに大きな意義

があると思っております。さらに、児童生徒のふ

るさと愛にもつながっていくことも期待できる

と考えていますので、その実現に向けて教育委員

会と話合いを続けていきたいと考えております。 

  次に、（３）の伝統野菜をどのように受け継い

でいくかについてですが、先ほど議員のお話にも

ありましたが、伝統野菜とは自家採種や株分けに

より、今まで世代を超えて地域に受け継がれてき

た在来作物のことで、郷土料理など食文化の構成

要素となっています。長い年月をかけてその土地

の気候や風土になじみ、人々の衣食住を支えてき

たことから、地域の知的財産あるいは生きた文化

財とも言われております。 

  本市の伝統野菜についても御紹介がありました

が、「雪菜」や「小野川豆もやし」「うこぎ」「遠

山かぶ」「梓山大根」「窪田なす」「小野川あさ

つき」「薄皮丸なす」「おかひじき」があります。

中でも代表的な雪菜と小野川豆もやしについて

は、どちらも生産組合などの組織によって栽培振

興が図られているところです。しかしながら、全

国的に見ますと各地に古くから伝えられてきた

伝統野菜については、今は消滅の危機にあると言

われております。本市においても、生産者の高齢

化や担い手不足から、その継承が難しくなってい

る状況です。 

  このため、本市ではこうした希少な作物の魅力

を発信するとともに、次世代を担う子供たちへ継

承するため、伝統野菜を活用した農業振興策の一

つとして、雪菜につきましては毎年米沢市上長井

雪菜生産組合が主催して、米沢栄養大学の学生を

対象に雪菜のふすべ漬け教室を開催し、認知度の

向上と作物に対する知識の普及を図っていると

ころです。 

  また、うこぎにつきましては、早くからうこぎ

の発信に取り組まれてきた「うこぎの町米沢かき

根の会」の方々や米沢栄養大学、関係団体などの

方々と組織する米沢市うこぎ振興協議会を平成

27年に設立し、うこぎの栄養価値や栽培方法など

の情報発信の取組から地域社会への貢献活動を

進めているところです。 

  今後とも伝統野菜の需要を喚起し、地域文化の

継承を育み、生産農家の支援、生物多様性の保全

に努めていかなければならないと考えておりま

す。 

  私からは以上です。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、順番を変えて質問させていただきま

す。 

  まずは、児童会館についてお伺いしたいと思い

ます。平成27年度にプラネタリウムの更新を行っ

たということでしたけれども、この改修内容の詳

細と、それに対する市民からの反応について教え

ていただきたいと思います。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 実際のリニューアル工事

につきましては、平成26年度でございました。ま

ず、プラネタリウムのいわゆる一式、装置の更新

の工事、それからそれに至るまでの設計業務、さ

らには１本ですが、番組を新たに購入したという

ふうな経緯がございます。それ以降、また多くの

来館者に来ていただきまして、子供だけでなく高

校生、一般の方まで多くの利用をいただいており

まして、好評いただいているところでございます。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 私の子供も、この児童会

館のプラネタリウムが好きで、よく一緒に行きま

すし、置賜からも多くの子供たちが訪れています
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ので、本市の強みと言えると思います。しかしな

がら、施設全体を見ますと、多目的ルームや乳幼

児が遊べるコーナーがあって、さらには図書コー

ナーもあって、よく言えば多様な、悪く言えば中

途半端な施設という印象を受けてしまいます。さ

らには、先ほどありましたとおり、年々来館者数

は減少傾向にあって、図書コーナーについても、

ナセＢＡの開館以来減少傾向にあるのではない

かと思います。 

  例えばなのですけれども、置賜総合文化センタ

ーにある理科研修センターのような、機能が類似

しているような施設を併合して子供科学館にす

るなど、コンセプトを明確化して集約化するとい

うことも今後考えていく必要性があるのではな

いかと思いますが、その点についていかがお考え

でしょうか。 

○相田克平議長 森谷教育管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 議員お述べのとおり、確

かに現在児童会館におきましては、プラネタリウ

ムの投映でありましたり、パソコン教室、あるい

は山形大学工学部の学生を講師に招いての科学

実験体験講座なども開催しております。このよう

に、自主事業として科学的な事業も実施しており

ますので、御提案にありました科学館としてコン

セプトを明確にするということにつきましても、

今後検討してまいりたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） ぜひよろしくお願いしま

す。この児童会館は、本市にとってもまだまだ必

要な施設であると思いますので、ぜひ今後も魅力

的な運営をよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、ジェンダー平等についてお伺いしたいと

思います。 

  残念ながら、米沢市でも多くの若者が一旦米沢

を出た後、その多くは戻ってきていません。その

理由は「米沢には魅力的な仕事がない」「遊ぶ場

所がない」など様々だと思いますが、地方に色濃

く残る男女間の格差、ジェンダーギャップにある

とした豊岡市の考え方は、確かに本市にも当ては

まるものではと納得したところもあります。 

  私は農家の長男ですので、なおさら感じるのか

もしれませんが、やはり長男は家を継ぐもの、男

兄弟がいる女性はいつか結婚して家を出ていく

ものというように育てられてきた方が多いと思

います。また、女性は働いていても家事や育児を

するものという潜在的な意識が地方ほど根強く、

それが若い女性の息苦しさ、生きづらさにつなが

っている可能性があります。 

  豊岡市から学ぶべき点は、まずこの若い女性が

流出している実情を「若者回復率」という数字で

見える形にしたことだと思います。さらには、豊

岡市では女性へのジェンダーギャップに対する

意識の聞き取り調査を実施したそうですが、本市

では学生の人口移動があるため、若者回復率とい

う数字で捉えることは難しいかもしれませんが、

市外に流出した若者のうち、実際にどれだけ戻っ

てきたのか、またその男女比はどうなのか、そし

てなぜ戻ってこないのか、そうした実情を可視化

する調査・分析が必要だと考えますが、この点に

ついていかがお考えでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 議員お述べのとおり、な

かなかその学園都市としての性格があるために、

本市ではそういった調査が難しい面もございま

す。住民基本台帳による転入転出届などを利用し

てそういったことができないのかという考えも

頭に浮かんだのですけれども、皆さんが例えば大

学生になるときに、その皆さんが転出届を出した

りしていないとか、そういった状況もありますの

で、どういった方法がいいのかということを研究

させていただきたいと思います。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 効果的な施策を展開する

ためには、お医者さんの処方箋と同じように、し

っかりとその症状と原因、それをつかむことが重

要だと思いますので、ぜひよろしくお願いしたい
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と思います。 

  女性が暮らしやすい風土づくりや意識の醸成と

いうことを口で言うのは簡単ですが、実現するの

はなかなか容易なことではないと思います。やは

り、働きやすくなるためには、企業側の経営者や

管理者の意識の変化と理解が必要になりますが、

本市は中小企業が多く、こうした市内企業への働

きかけはどのように行っているのか、また現状を

どのように認識しておられるのかお伺いしたい

と思います。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 国や県と連携しながら、

女性活躍に資する様々な助成金制度などについ

て、ホームページや広報などを活用して周知に努

めているところでありますが、まだまだ不十分な

ところもあるかと思います。ＳＮＳなども活用し

て、より多くの企業の方に目に触れるような工夫、

そういったものをしていきたいと考えておりま

す。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 女性の社会進出を進める

ためにも、いかに男性が理解して協力していくか

ということが重要だと思います。その中でも、男

性の育児参加ということが重要になってくるの

かと思うわけですが、米沢市役所でもイクボス宣

言をしており、少しずつではありますが、男性職

員で育児休暇を取得する方も増えてきています。 

  しかし、人手不足で悩む民間企業では、育児休

業を取得するのが難しいのが実情だと思います。

例えばなのですけれども、男性社員が育休を取得

した場合、企業に対して支援金を出すとか、入札

の際の加点要件にするなど、物でつるわけであり

ませんが、企業に対する市独自のメリットであっ

たりインセンティブというものがなければ、なか

なか広がらないのではないかと思いますが、その

点についていかがお考えでしょうか。 

○相田克平議長 遠藤企画調整部長。 

○遠藤直樹企画調整部長 私も豊岡市のホームペー

ジを見させていただいて、その中で漫画が目に留

まりまして、子供を産んだ女性職員が職場に復帰

したときに、過度に配慮をし過ぎていないかとか、

そういうのを考えさせるような漫画がございま

した。やはり、子供を産んだ後、女性職員に配慮

するだけでなく、その配偶者になっているような

子供が生まれた男性職員に対してもそういった

配慮が必要なのかというのは考えさせられると

ころであります。 

  現在のところ、本市独自の事業として、そうい

った企業への優遇制度などを行ってはおりませ

んけれども、県でもいろいろな制度を検討してい

ると聞いておりますので、そういった県の動向な

ども注視しながら、連携できるものはしっかり連

携して取り組んでいきたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 男性がせっかく育休を取

っても、育児をしなければ意味がなく、かえって

父親が家にいることで、母親の肉体的、精神的な

負担が増えるという事例もございます。 

  私も議員になる前は会社員をしていましたので、

長男が生まれたときに「育休を取ろうか」と妻に

言ったところ、「育休を取って家にいられるより

も、毎日会社に行って早く帰ってきてほしい」と

言われました。それぞれの家庭によって、自分た

ちのライフスタイルに合わせた働き方、生き方が

選べるようになることが、本当の意味でのワー

ク・ライフ・バランスの実現につながるのではな

いかと思います。 

  そのためにも、男だから、女だからというジェ

ンダーギャップを解消して、それぞれができる役

割を行うことが重要だと思います。私も今日は朝

食を作り、子供の身支度をし、保育園に送ってか

らここに来ました。自分ではよくやっているつも

りですが、妻からは「手伝ってやっている感がに

じみ出ている」とよく言われます。これ以上言い

ますと愚痴になってしまいますので、この辺でや

めておきますが、それぐらい口では幾ら分かった
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ようなことを言っても、やはり潜在的な意識が言

動ににじみ出ているのではないかと思います。そ

れくらいジェンダーへの意識を変えるのは難し

いと感じていますので、だからこそジェンダー平

等教育が重要だと思います。 

  先ほど教育長から、教育現場では男らしく、女

らしくではなく、一人の人間として個人を尊重す

るとのことでしたが、教育を受ける側、子供側の

意識の変化というものを現場ではどのように捉

えていらっしゃるでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 学校の中では、やはり先

ほどのお話にありましたが、性別にかかわらず全

ての存在、自分も相手も大事にするという、認め

合うということが大切だと指導しております。現

状、なかなか子供たちの中では、やはり男、女と

いう意識もあるかとも思いますけれども、教育活

動の中では男女平等、それから男性・女性にかか

わらずというところを、指導者側も意識をしっか

りと持って関わっていきたいと、そのように捉え

ております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） ありがとうございます。 

  関連してお伺いしたいと思いますけれども、近

年ではジェンダー平等と同様に性の多様性に対

して理解を深めることが求められています。特に

性的少数派、いわゆるＬＧＢＴに関する教育の現

状はどのようになっているのか教えていただき

たいと思います。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 ＬＧＢＴ教育につきまし

ては、学習指導要領では明確な示し方はされてお

りません。授業で必ず取り扱わなければならない

というものでは現在ございませんが、今の社会の

現状を学ぶ上では、子供たちがＬＧＢＴについて

知識として知っておくこと、それから指導者側も

しっかりと把握しておくことというのは非常に

大切なものだと捉えております。 

  中学生の社会では、性の多様性への理解という

項がありまして、様々な性別の違いを感じている

人につきまして、こうした人々はＬＧＢＴと呼ば

れることがありますと触れられているような教

科書がございます。また、中学校の総合の学習の

時間では、医師による性に関する講話の中で、Ｌ

ＧＢＴＱプラスという学習をしたという例がご

ざいました。Ｑはクエスチョニング、性が定まっ

ていない状態、または性別を２つに分けることを

拒否するという意味合いがあるようです。プラス

の部分には、ほかにも様々なセクシュアリティー

があるという意味だということでした。このよう

な子供たちへの学習を通しての知識というのが、

性別にかかわらず全ての存在の尊重、認め合いに

つながっていくと、そのように考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） もう１点関連してお伺い

したいと思いますけれども、近年の動向から言え

ば、男子はスラックス、女子はスカートといった

性別で制服を分けるのではなく、個人の意思で選

択できるように全国的になってきていると思い

ますが、本市では現状どのようになっているのか、

また検討されているような内容がございました

らば教えていただきたいと思います。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 制服につきましてですが、

本市としては明確な規定というのは設けており

ません。中学校では、本人及び保護者の方から要

望があった場合につきまして、女子生徒がスラッ

クスを着用するというのを認めている事例もご

ざいます。また、女子用にデザインを変更したス

ラックスの作成を検討中の学校や、作成して来年

から選択することが可能な学校というのもござ

います。ジェンダーギャップ解消に向けては、女

子だからスカートという考えが薄れていくよう

な、そんな手だてを取っていくことも大切です。 

  また、制服ではございませんが、小学校でも男

女で分かれていた指定のズックの色などを統一
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する動きも出ております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） ありがとうございます。 

  続いて、有機農業に関連してお伺いいたします。

先ほど髙橋英夫議員からもございましたので、重

複する部分があるかとは思いますけれども、再度

確認の意味を込めてお伺いしたいと思います。 

  近年、ＳＤＧｓや脱炭素化などそういったこと

を背景に、有機農産物やオーガニック製品など、

これまでのように富裕層や環境への意識が高い

人だけではなく一般の人も購入が増えるなど、時

代の流れが明らかに変わってきていますが、有機

農業の必要性と本市の現状についてどのように

認識されていらっしゃるかお伺いしたいと思い

ます。 

○相田克平議長 安部産業部長。 

○安部晃市産業部長 冒頭、議員のお話もありまし

たけれども、国では農業の生産力向上と持続性の

両立を技術革新によって実現しようとする「みど

りの食料システム戦略」を定め、その中で2050年

までに有機農業の取組面積を100万ヘクタールに

拡大する目標を掲げております。こうしたことを

受けまして、本市としましても有機農業は持続可

能な農業の推進に重要な取組であるとの考えの

下、米沢地域農業推進協議会を設立し、その普及

に向けた取組を推進しているところです。 

  具体的に、例えばですが、有機農産物を販売す

る際の有機や、お話にありましたオーガニックな

どの表記は、国のＪＡＳ規格に適合した農産物で

なければ表示できないことから、有機農業により

取り組みやすくするため、協議会独自の有機認証

制度を設け発信できないか、そういったことも検

討していくこととしております。 

  また、近年本市に有機農業を志して新規参入さ

れた若い農業者の方もいらっしゃいます。そうい

った方々とも、より付加価値の高い農産物の生産

と併せて、持続可能な農業の実現を目指していけ

るものと考えているところです。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） そういった実情の中で、

市もしっかりと取り組んでいくことを期待して

おりますけれども、少しでも有機農業に関わった

ことがある方ならば分かると思いますけれども、

米や野菜を化学肥料や農薬を使わないで作るの

は非常に手間と労力がかかります。私も、父の手

伝いで年に数回、田の草取りや除草機を押す程度

ですが、正直大変です。通常の農業とは比べられ

ないほどの労苦がありますので、簡単に有機農産

物を増やせとは言えません。しかし、なぜ有機農

産物が世の中で求められているのか、またその農

作物に込められた思いや労力を伝えることは必

要だと思います。 

  私と同じような同年代の子育て世代にとっては、

毎日の食費や教育費であったり、家や車のローン

などで精いっぱいで、なかなか食材にこだわるこ

とまではお金をかけられないのが実情だと思い

ます。だからこそ、今は選べなくても大人になっ

たときに選んでもらえるように、今子供たちに伝

えていくことが重要だと思います。給食への提供

や出前授業の実施については前向きな答弁をい

ただいたと思っていますので、ぜひよろしくお願

いします。 

  続いて、食農教育についてお伺いいたしますが、

小学校では農業に親しむことが大切だと思いま

すけれども、中学校では食と農の関わりを考え、

生きる力を育む食農教育の充実がより求められ

るのではないかと考えますが、中学校での食農教

育の必要性についてどのように認識しておられ

るのかお伺いいたします。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 中学生は、やはり職業観

というものをしっかりと確立していく時期でも

あります。そういった意味では、直接作業に関わ

っているような方々のお話をお聞きするという

ことも非常に大切です。食とそれから農業という

ところでは、やはり毎日の自分たちの体をつくっ
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ていく食について、小学校での学習を基に中学生

としてさらに発展した学習というのは大切だと

思っておりますし、農業についても直接体験する

小学生とはまた違った職業意識を持った話の聞

き方もできるかと思われますので、非常に食農教

育は中学生にとっても大事だと捉えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 食農教育を考える上で、

学校給食との関わりも非常に重要になってきま

す。中学校はセンター化という基本方針が示され

たわけですが、センター化すれば調理する人の顔

のみならず、食材を生産する方の顔が見えづらく

なるということがあるかと思いますけれども、そ

うしたことで食と農の距離が離れることを懸念

するわけですけれども、その点に関して教育委員

会でどのようにお考えでしょうか。 

○相田克平議長 山口教育指導部長。 

○山口玲子教育指導部長 中学校におきまして、食

育、食農については、給食の時間に限らず行って

いることは先ほどもお話ししたとおりですが、や

はりセンターになった場合、直接的に距離が少し

遠くなるという今のお話ですけれども、ＩＣＴを

活用し作っている場面などを見る形、それからセ

ンターをこれから構想していく上では、どのよう

なセンターにすることで食育の推進にも活用で

きるのかといったところは、これからの構想とし

て持っておきたいと思っているところです。 

  さらに、農業につきましては、やはりチャレン

ジウィークとか総合的な学習とか様々なものを

通して、全生徒が一律にとはいかないかもしれま

せんが、中学生の発達段階としては間接的な学習

も含めて大切にしていきたいと考えております。 

○相田克平議長 古山悠生議員。 

○４番（古山悠生議員） 最後の質問にしたいと思

います。 

  今回の定例会の中でも、学校給食に関しては多

様な意見、議論が交わされております。当たり前

ですけれども、センター化か自校式かというのは

あくまで手段であって、目的ではないと私は思っ

ております。大切なのは、給食を通してどのよう

な子を育てたいのか、どのような教育をしたいの

かということだと思います。ぜひ、食農教育とい

う視点を取り入れながらも、米沢らしい食育とい

うものを実現していただきたいと思いますが、こ

の点について、最後に教育長のお考えをお伺いし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○相田克平議長 土屋教育長。 

○土屋 宏教育長 子供たちに、米沢に生まれてよ

かった、米沢の給食はおいしい、米沢の食材はお

いしい、そういうふうに思えるような食農教育、

ぜひ進めていきたいと思います。 

○相田克平議長 以上で４番古山悠生議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ４時２４分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ４時２４分 開  議 

 

○相田克平議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

 

 

 

  日程第２ 議第６８号令和３年度米沢市一 

       般会計補正予算（第５号） 

 

○相田克平議長 日程第２、議第68号令和３年度米

沢市一般会計補正予算（第５号）を議題といたし

ます。 

  この場合、市長から提案理由の説明を求めます。

中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 ただいま上程になりました議第68

号令和３年度米沢市一般会計補正予算（第５号）
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について説明いたします。 

  本案は、学校給食共同調理場基本構想・基本計

画策定等支援業務委託料として、緊急に補正を必

要とする事業費382万8,000円を増額補正しよう

とするものであり、この結果、補正前と合わせた

一般会計の予算総額は433億3,677万8,000円とな

ります。 

  この財源につきましては、全額財政調整基金繰

入金を増額補正するとともに、同委託料の債務負

担行為を追加しようとするものであります。 

  以上、提案いたしました議案につきまして、よ

ろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申

し上げ、提案理由の説明といたします。 

○相田克平議長 ただいまの市長説明に対し、総括

質疑を許可します。御質疑ありませんか。高橋壽

議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 市長にお伺いしたいと

思います。市政を運営する上で、まず大事なこと

は、市民の皆さん方の御意見を十分伺って、市民

のニーズにあるいは要求に沿った事業であるか

どうかというのが大事だと思います。その点で、

今回の補正予算は、中学校の給食センターを造る

ためのその予算ですよね。そういう点でいえば、

まず市民の皆さん方がこの給食センター、今は小

学校は自校調理方式、それから中学校は親子給食

と、それを中学校はセンター方式に切り替えると

いうことを決めた米沢市学校給食基本方針案な

り、その後の方針を、市民の皆さん方に周知して

いくという作業が私は必要だと思います。その点

で、この間市民の皆さん方に周知する、そのこと

についてはどういうふうに取り組まれてきたの

かお伺いしたいと思います。それが１点。 

  それからもう１点は、市民の言わば代表である

議員に対して、議会の意見を聞く、そういう機会

をどういうふうにつくってまいりましたか。この

２点についてまずお伺いしたいと思います。確認

をしたいと思います。 

○相田克平議長 中川市長。 

○中川 勝市長 まず、市民の皆様への周知であり

ますけれども、今まで教育委員会との御議論のあ

った中で、やはり今後どのように市民の皆様に周

知していくかということは重要なことであると

いうふうに……（発言あり）だから、それは教育

委員会が申し上げたとおりだと私は認識してお

ります。（発言あり）いや、それは、まあやり取

りはキャッチボールではうまくないですから。で

ありますけれども、私は今までの議論の中で、そ

ういったことで認識の違いがどこにあるのかと

いうことも詳しくは承知しておりませんけれど

も、しっかりとこれからのセンター化については、

やはり市民の皆様には情報を発信していかなけ

ればならないものと思っております。 

  もう１点、議会への対応でありますけれども、

これはそれなりの説明というものがあったもの

と私は思っております。詳しくは私承知しており

ませんけれども、そのたび、そのたびにおいて教

育委員会から報告をいただいてまいりましたの

で、そのことはしっかりと議会にお伝えしてある

と理解をしておるところであります。 

○相田克平議長 高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 予算を提出する、ある

いは編成するというか、市長が権限を持っている

わけです。その方が、今おっしゃったように、ど

うやって議会の意見を酌み上げる、そういう機会

をどのように確保してきたか、そういう作業は十

分知らないけれどもという今の発言でしたけれ

ども、それはまずいと思います。 

  それで、教育委員会から何度も議会には市政協

議会の場で、２回でしたっけ、２回説明してきた

という話がありました。しかし、市政協議会とい

うのは、この間説明する場あるいは議員が確認す

る場という話なのですよ。つまり、議会が教育委

員会なり市がやる事業に対して意見を述べる機

会ではない。だから、議員が市民の代表としてそ

のことに対して意見を述べる機会というのは、こ

の間あなた方は与えてこなかったわけです、議会
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に。 

○相田克平議長 高橋議員、議案に対する総括質疑

でお願いいたします。 

○１０番（高橋 壽議員） なので、それは非常に

まずい話だというふうになります。もう１回、議

会に対して、市民の代表としての議員の意見をち

ゃんと担保する、そういう機会をどれだけ与えた

のか、市長に確認をしたいと思います。 

  もう一つ、市民への周知、これは案の段階でき

ちんと周知しなければ駄目だったと思います。そ

ういう作業をどうやったかお聞きしたいのです。 

○相田克平議長 高橋議員、このたび追加議案とし

て提出された補正予算、その議案に対する総括質

疑でお願いいたします。どうぞ。 

○１０番（高橋 壽議員） 私が今、確認というか

質疑しているのは、議長が今話された予算案に対

して、どのように上程するに当たって議会の意見

をきちんと述べる機会を担保されたのかという

ことを聞いているのです。だから、全然その関係

ない話ではなくて、直接関係する話というか質疑

をしているのです。それは分かりますか。 

○相田克平議長 それについては、先ほど市長が答

弁されたはずです。市長の認識としては、これま

での議会と教育委員会との話の中で説明がされ

てきたという認識の下で予算を上程していると

いうことのようです。（複数発言あり） 

○１０番（高橋 壽議員） これは議長が判断する

話であって、鳥海議員の判断する話じゃないでし

ょう。 

○相田克平議長 先ほどの質問に、市長はお答えに

なったと思います。（発言あり）教育委員会でよ

ろしいですね。（発言あり） 

  本議案に関することで、今後市民への周知が必

要になると思いますが、その周知についてはどの

ように取り組むのかということだと思います。教

育委員会の御答弁をお願いいたします。森谷教育

管理部長。 

○森谷幸彦教育管理部長 まずは、本日上程させて

いただきましたので、今後予算委員会等そういっ

た議会の場できちんと説明をさせていただきま

して、質問にはしっかりと答えていくという形で

市民の皆様にまずは説明をしていきたいと思っ

ておりますし、事業が進んでいく中、その都度タ

イミングを見ながら、事業の経過についても議会

そして市民の皆様に報告をしてまいりたいと考

えております。 

○相田克平議長 ほかに。高橋壽議員。 

○１０番（高橋 壽議員） 私が確認したかったの

は、これからの話ではなくて、方針案についてど

れだけ市民の皆さん方に周知する作業をやって

きたかということをお聞きしたかったのです。 

  それでは、今回の補正予算を追加上程するに当

たり、私はあまりにも突然上程されたという感じ

を持っています。それで、昨日の市政協議会の中

で、開会前にきちんと、開会してから追加で予算

案を出すとかなんかという事前の予告もなかっ

たし、そういう作業がなぜできなかったのかとい

う話をしましたら、そうしましたら作業が遅れて

いたという話でした。もう１回具体的に、何がそ

の当初議会が始まる前の、あるいは議会の初日の

当初で上程できなかったのか、お答えいただけま

すか、確認したいのですけれども。そしてなぜ、

言わば突然の上程になったのか。 

○相田克平議長 高橋議員、失礼いたしますが、議

案の提案権は当局側にございます。それで、この

たび上程されましたので、その辺も含めて付託先

の委員会での審議をお願いしたいと思います。

（発言あり）その説明はいただいております。議

会運営委員会において、その説明はいただいてお

りますので、議会運営委員会において、この上程

も議案として取り扱うということを承認してお

りますので、その点についてはお控えいただけれ

ばと思います。（発言あり）議会運営委員会で上

程理由を説明していただいた上で、議案として取

り上げるということを認めておりますので、その

ことについてはこの場ではないと思います。よろ
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しいでしょうか。 

  他に総括質疑ございますか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○相田克平議長 なければ、総括質疑を終結いたし

ます。 

  ただいま議題となっております議案１件は、会

議規則第37条第１項の規定により、配付しており

ます議案付託表（追加）のとおり、所管の委員会

に付託いたします。 

  所管の委員会は、会議日程により慎重審査の上、

来る９月29日の本会議にその結果を報告願いま

す。 

 

 

 

  散    会 

 

○相田克平議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時３９分 散  会 
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